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正　味　財　産　増　減　計　算　書
令和 3年 4月 1日から令和 4年 3月 31日まで

（単位：円）
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年度は雑収益に山福株式会社の配当金の1億5,000
万円があったためである。これに対し、経常費用
は3億9,849万 4,817円で、前年度に比べて3,123
万 4,889 円の増となってる。これは新型コロナウ
イルス感染症関連で看護学校や休業医療機関への
支援等、支払助成金が 2,035 万円、新型コロナウ
イルス感染症自宅療養者健康確認等業務の委託費
が 3,421 万円増加した一方で、租税公課費が 3,003
万円減少したこと等によるものである。この結果、
当期経常増減額は 2,258 万 5,717 円となり、前年
度と比べて 1億 4,554 万 1,418 円の減となった。
期首残高の 21 億 7,197 万 2,579 円と合わせて、
期末の正味財産の残高は 21 億 9,455 万 8,296 円
となった。
　令和 3年度公益目的支出計画実施報告書につい
て、支出計画は令和 5 年 3 月 31 日までとなって
いるが、当該年度末日（令和 4年 3月 31日）の公
益目的財産残額は 982 万 824 円となっている。こ
の残額を令和 4年度で全額消費する必要があるが、
令和 4年度末では公益目的財産額 19 億 2,430 万
4,894 円を超え、計画を完了できる見込みとなって
いる。なお、同報告書は、事業年度の経過後 3か
月以内に山口県知事に提出することになっている。
　以上で令和 3年度決算の説明を終わる。なお、
決算内容及び公益目的支出計画実施報告書につい
ては公認会計士の点検を経て、監事の監査をいた
だいている。なにとぞ慎重にご審議のうえ、ご承
認いただくようお願い申し上げる。

監査報告
岡田監事　令和 3年度山口県医師会決算につい
ては、慎重に監査したところ、適正に処理され、
その収支は妥当なものと認める。
　　令和４年 5月 19日
　　　　　　　　　　監事　藤野　俊夫
　　　　　　　　　　監事　篠原　照男
　　　　　　　　　　監事　岡田　和好

採決
　矢野議長、採決に入る。議案第 1号について
採決に入る。賛成の議員の挙手を求め、挙手全員
により決議した。

議案第 2 号　山口県医師会役員（会長、副会長、
理事、監事）及び裁定委員選任の件

矢野議長　次に、「議案第 2号山口県医師会役員
（会長、副会長、理事、監事）及び裁定委員選任の件」
であります。
　（事務局長、議案第 2号を朗読）
　この件については、5月 19日開催の第 190 回
臨時代議員会において当選人が決定しておりま
す。本日は、定款第 32条第 1項の規定に基づき、
山口県医師会役員（会長、副会長、理事、監事）
及び裁定委員の選任決議を行います。
　今回の当選人は、第 190 回臨時代議員会にお
いて当選人と決議された方々であり、理事候補者
17 名、監事候補者 3名、裁定委員候補者 11 名
の選任について、役職毎に決議を行いと思います
が、ご異議はございませんか。
　（「異議なし」との声あり）
　ご承認ありがとうございます。それでは、全員
賛成により、議案第 2号について、理事当選人
17名の選任決議に入ります。
　会長候補者理事として加藤智栄 君、副会長候
補者理事として、沖中芳彦 君、中村　洋 君、理
事候補者として、竹中博昭 君、木村正統 君、
岡　紳爾 君、前川恭子 君、藤井郁英 君、茶川
治樹 君、藤原　崇 君、國近尚美 君、白澤文吾 君、
上野雄史 君、伊藤真一 君、長谷川奈津江 君、
縄田修吾 君、河村一郎 君、以上 17 名の選任に
ついて、承認することに賛成の諸君の挙手を求め
ます。
　（挙手全員）
　ありがとうございます。挙手全員ですので、
17名を理事に選任決議いたしました。
　続きまして、監事候補者 3名の選任決議に入
ります。
　監事候補者として、宮本正樹 君、友近康明 君、
藤野俊夫 君、以上 3名の選任について、承認す
ることに賛成の諸君の挙手を求めます。
　（挙手全員）
　ありがとうございます。挙手全員ですので、3
名を監事に選任決議いたしました。
　続きまして、裁定委員 11名の選任決議に入り
ます。
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　裁定委員として、平岡　博 君、杉山知行 君、
秀浦信太郎 君、砂川　功 君、三好正規 君、保田
浩平 君、淵上泰敬 君、守田知明 君、伊藤正治 君、
浅山琢也 君、小金丸恒夫 君、以上 11 名の選任
について、承認することに賛成の諸君の挙手を求
めます。
　（挙手全員）
　ありがとうございます。挙手全員ですので、
11名を裁定委員に選任決議いたしました。
　よって、議案第 2号は、原案のとおり決議い
たしました。

議案第 3 号　山口県医師会役員（会長、副会長）
選定の件

矢野議長　次に、「議案第 3号山口県医師会役員
（会長、副会長）選定の件」であります。
　（事務局長、議案第 3号を朗読）
　この件につきましては、議案第 2号同様に会
長候補者、副会長候捕者ともに、第 190 回臨時
代議員会において当選人と決議された方々であ
り、役職毎に決議したいと思いますが、ご異議は
ございませんか。
　（「異議なし」との声あり）
　ご承認ありがとうございます。それでは、議案
第 3号について、会長 1名、副会長 2名の選定
決議に入ります。
　会長の選定について、原案のとおり、加藤智栄 
君を会長に選定することに賛成の諸君の挙手を求
めます。
　（挙手全員）
　ありがとうございます。挙手全員ですので、
加藤智栄 君を会長に選定決議いたしました。
　次に、副会長の選定について、原案のとおり、
沖中芳彦 君、中村　洋 君を副会長に選定するこ
とに賛成の諸君の挙手を求めます。
　（挙手全員）
　ありがとうございます。挙手全員ですので、
沖中芳彦 君、中村　洋 君の 2名を副会長に選定
決議いたしました。
　よって、議案第 3号は、原案のとおり決議い
たしました。

議案第 4 号　令和 5 年度山口県医師会会費賦課
徴収の件

藤原理事　令和 5年度の会費の賦課につきまし
ては、第１号会員から第３号会員まで、すべて
令和 4年度と同様の内容となっている。また、
日本医師会会費賦課額については、令和 4年 6
月 26 日開催の第 152 回日本医師会臨時代議員
会において決定した額とすることになっている。

議案第 5 号　令和 5 年度山口県医師会入会金の件
藤原理事　令和 5年度山口県医師会入会金につ
いては、令和 4年度と同様の内容となっている。

議案第 6 号　令和 5 年度役員等の報酬の件
藤原理事　一般社団法人山口県医師会定款第 36
条の規定により、理事及び監事に対して、代議員
会において定める総額の範囲内で、代議員会にお
いて別に定める報酬等の支給の基準に従って算定
した額を報酬等として支給することができるとさ
れている。その額は、令和 4年度と同額の 1,202
万円である。

採決
　矢野議長、採決に入る。議案第 4号、第 5号
及び第 6号について一括採決に入る。賛成の議
員の挙手を求め、挙手全員により決議した。

議案第 7 号　顧問の委嘱に関する件
河村会長　顧問の委嘱につきましては、定款第
38 条に規定されており、代議員会の決議を経て
会長が委嘱することになっている。
　つきましては、議案にお示しの 18名に顧問の
委嘱をしたいと思うので、ご承認をいただくよう、
よろしくお願い申し上げる。

採決
　矢野議長、採決に入る。議案第 7号について
採決に入る。賛成の議員の挙手を求め、挙手全員
により決議した。

次期会長挨拶
加藤次期会長　代議員の先生方、本日は役員の選
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任・選定、誠にありがとうございました。第 26
代の会長として会を盛り上げていきたいと思って
おります。本日をもって退任されます河村会長、
今村副会長、清水専務理事、郷良常任理事、山下
理事、お疲れ様でした。新しく理事に選任されま
した、岡　理事、竹中理事、木村理事、藤井理事、
國近理事、それから宮本監事、友近監事、県医師
会へようこそお越しくださいました。
　私と県医師会との関わりは、平成 21年に広報
委員に就任し、22 年に日本医師会の代議員にし
ていただき、24 年からは理事として関わってき
ました。日本医師会には控除対象外消費税の問
題や救急車の有料化の問題、それから、働き方
改革や高額医薬品・医療材料の問題、医師の偏
在の問題などいろいろなテーマについて質問しま
した。県医師会においては木下敬介 会長、小田
悦郎 会長、河村康明 会長のリーダーシップのも
とで、郡市医師会勤務医の会費軽減、JMAT やま
ぐちの創設、それから医学生のための臨床研修病
院の見学実習、中高生のための医師職業体験、看
護学校の支援強化、産業医の研修の充実、新型コ
ロナウイルス感染症対策、記者会見などに関わっ
てきました。

　医療は社会的共通資本なので、さまざまな問
題に対処しなければなりません。県医師会には県
レベルの医療においてもさまざまな課題がありま
す。最大の課題は若手医師の不足です。この問題
に関しては当面、全力で力を注いでまいりたいと
思っております。他にも、がん検診の検診率や特
定健診の受診率の低迷、それから地域ごとに異な
る医療機関の連携システムの問題などありますの
で、そういったところにも少しずつ対応していき
たいと思います。私たち役員 20名は事務局職員
と力を合わせて、これまでの県医師会が改善を重
ねてきたことを受けついで、さらに新たな改善を
加えていきたいと思っております。代議員の先生
方におかれましては、叱咤激励、ご支援・ご協力
のほど、よろしくお願いいたします。本日はあり
がとうございました。

山口県医師会総務課内 会報編集係
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広 報 委 員広 報 委 員 　　 岸 本 千 種岸 本 千 種

　第 191 回山口県医師会定例代議員会（令和 4
年 6月 16日）を傍聴した。
　今回は役員の選任・選定があり、新会長に加藤
智栄 先生が選定された。副会長には、沖中芳彦 
先生と中村　洋 先生が選定された。
　令和 3年度事業報告・決算報告と、議案審議
は粛々と順調に進み承認された。コロナ禍で中止
やWeb 開催になった会議や行事が多かった中、
実施された事業のうち、印象的なものを下記に箇
条書きにした。

・郡市医師会保険担当理事協議会及び社保国保審
査委員との協議会は原則、集合形式により開催し
た（感染防止対策を図った上で）。
・高齢者・障害者施設や医療機関でのクラスター
発生時に患者搬送・医療支援をする対策チームへ
登録し、県が実施する訓練や研修会へ参加した。
・山口県糖尿病療法指導士講習会を年 4回開催
し、合格者 103 名を「やまぐち糖尿病療法指導士」
として認定した。
・オミクロン株による急速な患者増加に対応する
ため、郡市医師会を通して自宅療養者に対する健
康観察や診療に協力いただける医療機関の拡充
に努めた。
・山口大学医学部システムバイオインフォマティ
クス講座に「AI を用いた山口県におけるスギ花
粉飛散予測に関する研究」をお願いし、協力した。
・医療事故調査制度に係る管理者・実務者セミ
ナー（e-learning 日本医師会）に参加した。
・医療事務作業補助者の活用が、勤務医の負担軽
減に資することから、オンラインで研修会を開催
した。

・育児支援として保育サポーターバンク活用の広
報を行った。総相談件数は 200 件を超え、バン
ク登録者は 80名を超えた。
・第 104 回山口県医学会総会が 1年延期になっ
ていたが、今年 6月に岩国市で無事開催された
のも明るい話題である。

　加藤新会長の挨拶では、地域医療の連携システ
ムや若手医師に関する課題を取り上げられた。若
手医師の待遇改善にも関連して、医師の働き方改
革の稼働においても、外科医で勤務医の新会長は
頼もしい。

　質疑応答はなく、定例代議員会は 1時間で無
事閉会した。
　引き続き同じ会場で、山口県医師会表彰式が
あった。このたび退任された元役員や功労者の先
生方に、加藤会長から感謝状が贈呈された。喜寿
を迎えられた長寿会員の先生方も 4名出席され、
和やかな雰囲気であった。「医学医術に対する研
究による功労者表彰」の宮内善豊 先生が、受賞
者の皆様を代表して、活力に満ちた温かい挨拶を
された。

　今回は、いつもの県総合保健会館ではなく、湯
田温泉のホテルかめ福で開催された。リニューア
ルしたばかりの２階ロイヤルホールは、落ち着い
た色調で美しく、空調も音響も快適だった。１階
玄関の奥は、まだ工事の真っ最中で、ちょっと珍
しい眺めであった。でき上がったところから使い
始めるという考え方が柔軟かつ前向きで、今夏の
全館オープンが楽しみである。
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Ⅰ　実施事業
　　　―地域医療・保健・福祉を推進する事業―

１　生涯教育
加藤副会長　郷良常任理事
白 澤 理 事　山 下 理 事

　生涯教育事業では中核事業である生涯研修セミ
ナーの講演内容を年 4回の生涯教育委員会で企
画・検討した。生涯研修セミナーでは、新型コロ
ナウイルス感染症に関する「住民・行政・医療職
協働の地域づくりとコロナ感染対策」をはじめ、
臨床のみならず、「医学・医療におけるゲノム編
集の潮流」などの幅広いテーマを取り上げ実施し
た。2月のセミナーでは、山口県まん延防止等重
点措置の期間延長に伴う感染拡大防止集中対策の
実施により、開催形態を通常の「会場のみ」から…
「会場およびWeb視聴」に変更して開催した。また、
昨年度から引き続き、専門医共通講習の単位を積
極的に取得した。
　第 104 回山口県医学会総会は岩国市医師会の
引き受けにより「岩国市民文化会館」で開催予定
だったが、新型コロナウイルス感染症蔓延防止の
ため、令和 4年度に延期へと変更した。
　体験学習は、例年通り山口大学医学部・山口大
学医師会の主催により開催予定だったが、こちら
も新型コロナウイルス感染症蔓延防止のため中止
となった。
　日医かかりつけ医機能研修制度は基本研修、応
用研修、実地研修の 3つの要件があり、今年度
も必須要件である応用研修会を開催した。今年度
は 7月に開催し、受講機会を確保した。
　第 56号の山口県医学会誌を発行した。

１　山口県医学会総会
　第 104 回（岩国市民文化会館）
　　令和 4年度に延期

２　生涯研修セミナー
　　第 159 回	 5 月 16 日

　　　特別講演 4題
　　第 160 回	   9 月   5 日
　　　特別講演 3題
　　第 161 回	 11月21日
　　　特別講演 4題
　　第 162 回	   2 月 20日
　　　特別講演 2題、
　　　基調講演 1題及びシンポジウム 1題
　　　（基調講演、シンポジウムは勤務医部会企画）

３　体験学習（山口大学医師会主催）
　　第 71回・第 72回　（※中止）
　　引受：消化器内科学講座・器官病態内科学講座

４　日医かかりつけ医機能研修制度
　　応用研修会   7 月 18日

５　山口県医学会誌
　　第 56号の編集及び発行

６　生涯教育諸会議
　　郡市医師会生涯教育担当理事協議会

  3月 17日
　　生涯教育委員会

５月 22日　10月  ９日　  ２月  ５日

※中止 ･･･ 新型コロナウイルス感染症の蔓延防止
のため開催を中止した。

２　医療・介護保険
清水専務理事　郷良常任理事
山 下 理 事　伊 藤 理 事
藤 原 理 事　　 　 　 　

医療保険
　令和 4年度の診療報酬改定率は本体でプラス
0.43％であり、医科はプラス 0.26％となった。
そのうち、看護の処遇改善のための特例的対応
がプラス 0.20％、リフィル処方せんの導入・活

山口県医師会 令和 3 年度 事業報告
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用促進による効率化としてマイナス 0.10％、不
妊症治療の保険適用のための特例的対応がプラス
0.20％、小児の感染防止対策に係る加算措置の
期限到来によりマイナス 0.10％等が含まれてい
る。
　令和 3年度においても新型コロナウイルス感
染症は第五波、第六波と感染拡大を繰り返したた
め、感染防止の観点から集合形式での一部の協議
会は中止または書面開催へ変更する等の対応によ
り会務運営を行った。日本医師会診療報酬検討委
員会からの諮問である「次期（令和 4年度）診
療報酬改定に対する要望項目の提出」の答申につ
いても、今回、中国四国ブロックは書面開催での
協議となったが、意見集約を行う高知県医師会と
連携しながら「オンライン診療の算定要件の厳格
化」等の数項目を要望として提出した。また、診
療報酬改定時に開催していた県内 7会場での同
説明会もすべて中止となったが、会員への改定事
項の周知が十分図られるよう、書面（冊子作製等）
及びデジタルを用いて改定内容の周知に努めたと
ころであり、改定後の保険審査等が適正に行われ
るよう関係機関とも連携を図った。
　同コロナ禍においては「新型コロナウイルス感
染症に係る診療報酬上の臨時的な取扱い」（厚生
労働省保険局医療課 事務連絡）により、医療保
険請求に関する 60以上の特例的取扱いが実施さ
れており、これらについても審査支払機関と緊密
に連携し、対応を図ったところである。
　前述のように、コロナ禍に翻弄された 1年で
あったが、会員から持ち上がる診療報酬の問題点、
改正点については積極的に日医へ進言し、医療保
険対策を講じているところであるが、その進言の
基となるのは、郡市医師会保険担当理事協議会及
び社保国保審査委員との協議会等から提出される
意見であることから、これら協議会等は非常に重
要な意見交換の場となっているため、感染防止対
策を図った上で、原則、集合形式により開催した
ところである。
　個別指導に関しては、コロナ禍における感染症
対策の制限もあり、今年度は4回の実施となった。
保険指導医は全員県医師会の保険委員を兼任する
こととし、立会いについても医師会の保険担当役

員（郡市及び県）が行うことで、医療担当者側の
立場が尊重された適正な保険指導が実施されるよ
うに努めた。
　介護保険については、郡市介護保険担当理事・
ケアマネ・訪問看護師との合同協議会を開催し、
介護保険事業所の整備状況などを県行政、関係団
体からは活動状況の報告等、情報提供を行った。
さらに、地域包括ケアシステムの推進（認知症サ
ポート医の養成）等についても行政を含む関係機
関等との協議を重ねた。また、その他の認知症関
連の研修会、地域包括診療加算・地域包括診療料
に係る研修会、主治医意見書記載のための主治医
研修会を開催し、診療報酬の施設基準等を満たす
べく研修を実施した。
　令和元年 8月に創設された「オレンジドクター
制度」については、本会ホームページ等を活用し、
会員へ周知を行った。
　労災・自賠責保険については、郡市労災・自賠
責保険担当理事協議会・労災保険医療委員会合同
会議を開催し、それぞれの保険が抱える特有の問
題（第三者行為による傷病届等）について協議、
情報提供を行った。また、労災診療に関する要望
書を山口労働局と日本医師会へ提出した。
　山口県自動車保険医療連絡協議会においては、
各損保会社、各医療機関から提出された交通事故
医療に関する未解決事例について、加盟の損保会
社と協議を行い対処した。
　本年度（2年に 1回）は自賠責保険研修会を開
催し、特別講演「外傷性脳脊髄液漏出症は存在す
るか？－そのピットフォールとマネジメント－」
等により、会員への情報提供及び対応方法につい
て周知を図った。

医療保険
1　医療保険の指導
　個別指導（すべて会場は山口市）

  ７月29日　10月28日
11月25日　12月  ９日

　指定時集団指導　	 （※中止）
　新規第 1号会員研修会	 10 月 14 日
　新規保険医療機関個別指導（山口市）
　　　６月  ３日　  ７月29日　  8月 26日
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　　　  ９月30日　10月28日　11月  25日
　　　12月    ９日　  １月27日　  ２月10日
　社会保険医療担当者集団指導	 （※中止）

2　日医・郡市医・医療保険関係団体等との連携
　中国四国医師会連合総会分科会

医療保険部会：（※書面開催）
10月 ２日（松山市）（※Web）

　郡市保険担当理事協議会	 　  ５月20日
　医師会推薦社保・国保審査委員合同協議会

（※中止）
　保険委員会	 　  ４月22日　  ３月  ３日
　社保・国保審査委員連絡委員会

  ７月  １日　  ２月  ３日
　社保・国保審査委員合同協議会　　  ９月  ９日
　社会保険指導者講習会	 　（※中止）
　山口県医療保険関係団体連絡協議会

（※書面開催）
3　行政機関との連携
　山口県健康福祉部厚政課との打合せ

  ４月22日
　中国四国厚生局山口事務所、山口県
　　健康福祉部医務保険課との打合せ

  ４月22日

介護保険
　郡市介護保険担当理事協議会・
　　介護保険対策委員会・関係者合同協議会

10月14日
　地域包括診療加算・地域包括診療料に係る
　　かかりつけ医研修会

10月24日　  ３月13日
　かかりつけ医認知症対応力向上研修会

  ７月18日　  ８月22日
　認知症サポート医フォローアップ研修会

　2月 12日（※中止）
　主治医意見書記載のための主治医研修会

10月23日
　山口県介護保険研究大会	 　  12月26日

労災・自賠責関係
　郡市労災・自賠責保険担当理事協議会・

　　労災保険医療委員会合同会議　　11月  ４日
　自賠責医療委員会　	 2 月 10 日（書面開催）
　山口県自動車保険医療連絡協議会

2月 10日（書面開催）
　自賠責保険研修会	 　11月11日

※中止 ･･･ 新型コロナウイルス感染症の蔓延防止
のため開催を中止した。

３　地域医療
前川常任理事　清水専務理事
伊 藤 理 事　上 野 理 事
藤 原 理 事　茶 川 理 事

地域医療
　2020 年１月に我が国で最初の感染者が確認さ
れた新型コロナウイルス感染症は、我が国の医療
提供体制に多大な影響を及ぼし、局所的な病床や
専門人材の不足、感染症対応も含めた医療機関間
の役割分担・連携体制の構築、さらに個々の医療
機関におけるゾーニング等の院内感染防止対策や
感染防護具や人工呼吸器等の医療用物資の確保・
備蓄など、地域医療における様々な課題が浮き彫
りとなった。
　医療現場は、ＧＷ前の第４波（アルファ変異株）
から第５波（デルタ株）・第６波（オミクロン株）
と、今年度もコロナ感染症の対応に翻弄された１
年であったが、地域の医療提供体制の中で中心的
役割を担っている郡市医師会及び会員医療機関の
状況把握に努めるとともに、県行政との調整、日
本医師会からの情報伝達等に努めた。

（1）保健医療計画の推進
　各圏域の地域医療構想調整会議は、新型コロナ
感染症の影響により中止又は書面開催が多かった
が、「下関」圏域での公立・公的４病院の再編に
ついては、調整会議の合意により、県内では３ヶ
所目となる重点支援区域として国へ申請すること
となった。
　地域医療介護総合確保基金（医療分）について
は、引き続き予算確保に努めたが、県の財源不足
もあってなかなか上手く活用できていない実状に
ある。
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　地域医療構想調整会議【全体会議】
　　「岩国」	 　  ９月30日
　　「柳井」	 ９月（書面開催）
　　「周南」	 　12月  ９日
　　「山口・防府」　10月15日　１月（書面開催）
　　「宇部・小野田」	 ９月（書面開催）
　　「下関」			   ２月（書面開催）
　　「長門」		  ９・２月（書面開催）
　　「萩」	 　  ７月  ８日　  ２月17日
　地域医療構想調整会議【検討部会・専門部会】
　　「岩国」			   　  ８月31日
　　「周南」			   　11月18日
　　「山口・防府」	 ９・１月（書面開催）
　　「下関」			   １月（書面開催）
　　「萩」			   　  ２月  ３日
　厚労省 : 医療政策研修会及び
　　地域医療構想アドバイザー会議　（録画配信）
　中国四国医師会連合分科会（Web）10月  ２日
　地域医療計画委員会	 （※中止）
　郡市医師会地域医療担当理事協議会（※中止）

（２）救急・災害医療対策
①初期救急医療について
　郡市救急医療担当理事協議会を開催し、新型
コロナウイルス感染症ワクチン接種に係る救急搬
送体制等についての情報共有等を行った。また、
AED の普及促進を図るため、講習会で使用する
訓練用資機材の貸出を行った。
　昨年度に引き続き、ACLS シミュレータレンタ
ル費用の助成を１医療機関につき 15万円を上限
として行い、３機関に助成を行った。

　郡市医師会救急医療担当理事協議会
　　（ハイブリッド開催）	 　  ７月  ８日
　全国メディカルコントロール協議会
　　連絡会（Web）　  　  ６月10日　  １月28日

②小児救急について
　病院勤務医の負担を軽減し、地域で安心できる
小児救急医療環境を確保するため、各郡市医師会
の協力により、乳幼児の保護者を対象にした啓発
講習会及び小児科を専門としない医師を対象とし

た地域医師研修会を開催した。
　また、全時間帯が民間業者に委託されている「小
児救急医療電話相談事業」は、令和元年２月から
本年度も引き続き２回線で運用されている。この
事業については、郡市医師会小児救急医療担当理
事協議会にて、昨年度の実績報告を行った。

　郡市医師会小児救急医療担当理事協議会
７月 29日（書面開催）

③検死（検視・検案）体制について
　例年どおり、警察医会を中心として、役員会・
総会を開催し、警察が行う死体検案に協力する医
師の連携を図り、研修会を実施した。また、県医
師会表彰の地域社会に対する功労者として警察活
動協力医を推薦した。

　警察医会　役員会　     ５月27日　  ７月31日
２月 ５日（書面開催）

　 総会	 　　  ７月 31日
　研修会	 ７月 31日　２月５日（※中止）
　都道府県医師会「警察活動に協力する医師の
　　部会（仮称）」連絡協議会	 ７月 30日

④災害医療体制について
　各郡市医師会又は病院単位による JMAT チー
ムの事前登録を進めた。（26 チーム・197 人：
令和 4年 3月末現在）
　JMAT やまぐち事前登録者を対象として被災地
JMAT がテーマのグループワークを伴う JMAT や
まぐち災害医療研修会を開催した。また、JMAT
やまぐち資器材整備事業として、衛星電話を購入
した。
　日本医師会主催の JMAT 研修が開催され、基
本編、ロジスティクス編を受講した。

　「JMAT やまぐち」災害医療研修会   11月 14日
　「JMAT やまぐち」災害医療研修会
　　事前打合せ会	 　  ６月   ４日
　日医 JMAT 研修「基本編」（Web）　  ３月13日
　日医 JMAT 研修「ロジスティクス編」（Web）

１月 30日
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　桜島噴火災害訓練（災害時情報通信訓練）（Web）
３月 18日

（3）地域包括ケアシステムの構築
　在宅医療・介護の連携推進は、地域の特性に応
じた地域包括ケアシステム構築の中核と捉え、各
郡市医師会が積極的に関与していくことが重要で
ある。今年度も郡市医師会担当理事会議を開催し、
郡市医師会への取組みに対して助成を行った。新
型コロナウイルス感染症への対応としては、高齢
者・障害者施設や医療機関等でのクラスター発生
時に感染対策指導や患者搬送・医療支援をする対
策チームへ登録し、県が実施する訓練や研修会へ
参加した。

　郡市医師会地域包括ケア担当理事会議
８月 26日

　都道府県医師会小児在宅ケア担当理事
　　連絡協議会（Web）	 ３月 30日

（4）有床診療所対策
　有床診療所は、コロナ禍においても発熱外来や
ワクチン接種、宿泊療養患者や自宅待機・自宅療
養者への往診等の外来機能に加えて、コロナ感染
症対応基幹病院の後方支援病床として入院機能も
発揮し、地域に身近なかかりつけ医として積極的
な役割を果たした。
　有床診療所部会では、全国的に閉院・無床化が
進む中、全国有床診療所連絡協議会と連携して日
医や議連等を通じ、安定した経営や将来性を持っ
た承継が可能となるよう診療報酬による評価を働
きかけた。

　有床診療所部会役員会
６月 24日　10月   7 日

　有床診療所部会総会		  　10月   7 日
　第 34回全国有床診療所連絡協議会
　　「徳島大会」（ハイブリッド開催）

10月 23、24日
　全国有床診療所連絡協議会
　　中国四国ブロック会役員会（Web）

１月 23日

　　総会・研修会（Web）	 　１月 23日

地域福祉
　福祉領域においては、行政の会議等へ出席する
とともに、障害者福祉、児童・母子福祉などの地
域保健部門と連携をとり、会員への情報提供に努
めた。

※中止 ･･･ 新型コロナウイルス感染症の蔓延防止
のため開催を中止した。

４　地域保健
中村常任理事　河村常任理事
沖中常任理事　伊 藤 理 事
上 野 理 事　茶 川 理 事
縄 田 理 事　　 　 　 　

　地域保健は、妊産婦・乳幼児保健、学校保健、
成人・高齢者保健及び産業保健の４部門からなり、
各事業は多岐にわたっている。住民の「生涯を通
じた健康の保持・増進」の目標のもと、一連の流
れとして捉え、関係機関と緊密に連携を取りなが
ら事業を進めた。

妊産婦・乳幼児保健
　広域予防接種は、各郡市医師会や各市町関係者
と合同会議を開催し、円滑に遂行されている。令
和２年 10月から乳幼児に対するロタウイルスワ
クチンが定期接種に加わっているが、地域医師会
や市町行政と連携し、円滑な実施に努めた。また、
予防接種に関する知識と理解を深めることを目的
に今年度も予防接種医研修会を開催した。
　県及び市町に対しては、おたふくかぜワクチン、
小児のインフルエンザワクチンの費用助成、Ｂ型
肝炎定期接種の対象外である年齢の小児に対する
助成を要望した。また、積極的な勧奨が差し控え
られていたHPV ワクチンの対象者への情報提供
及び接種年齢を過ぎた方への経済的補助を要望す
るとともに、普及啓発のためのポスター及びリー
フレットを作成し、対象者、医療機関及び関係機
関等へ配付した。
　「子ども予防接種週間」は、保護者をはじめと
した地域住民の予防接種に対する関心を高め、予
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防接種率の向上を図ることを目的に、今年度も日
本医師会、日本小児科医会、厚生労働省の主催で
実施され、本会としても協力医療機関の調査や市
町への広報について協力した。
　母子保健分野では、今年度に設立した母子保健
委員会を２回開催し、多職種連携強化のための対
策等を協議した。また、各市町及び各郡市医師会
に対して「成育支援事業の実施状況及び課題や問
題点に関するアンケート」を行い、諸課題等につ
いて今後検討していくこととした。乳幼児健康診
査や妊婦健康診査の料金案等については関係機関
と意見交換の上、県医師会案を行政に提示し、協
議を行うとともに円滑な実施をお願いした。
　乳幼児の医療費助成の拡充や産前・産後サポー
ト事業の推進、生後２週間児及び１歳児を対象と
した乳児健診への公費助成、新生児聴覚スクリー
ニング検査の公費助成の推進、挙児希望女性・妊
娠初期女性への葉酸配布、３歳児健診での屈折検
査の実施、多胎妊婦健康診査助成の推進等につい
て県及び市町に対して要望した。
　また、虐待防止活動として山口県産婦人科医会
及び山口県小児科医会との共催で児童虐待の発生
予防等に関する研修会を開催した。

　郡市医師会妊産婦・乳幼児保健担当理事
　　協議会・関係者合同会議

９月 16日（書面開催）
　予防接種医研修会（ハイブリッド）

12月   ５日
　母子保健委員会	 ８月５日　  １月13日
　日医母子保健講習会（Web）	 　  ２月13日
　児童虐待の発生予防等に関する
　　研修会（ハイブリッド）　	 　11月   ３日

学校保健
　学校医部会では、学校医活動の活性化と資質向
上に向けた取組みとして、学校医研修会を企画し、
川崎医療福祉大学の尾内一信 先生に「新型コロ
ナウイルス感染症とワクチン－現状と課題、そし
て近未来予想－」について講演いただいた。また、
新型コロナウイルス感染症の流行に伴い、昨年度、
県教育委員会等と協議の上で発出した児童生徒等

の健康診断実施に係る留意事項の令和３年度版を
発出した。そのほか「学校医の手引き」の改訂作
業や「学校医活動記録手帳」の作成、配付を行った。
　学校心臓検診検討委員会では、学校心臓検診報
告書の作成や精密検査医療機関への疑義内容の照
会など県内統一の学校心臓検診システムの精度管
理をするとともに、学校心臓検診検討委員会では、
学校心臓検診報告書の作成や精密検査医療機関へ
の疑義内容の照会など県内統一の学校心臓検診シ
ステムの精度管理をするとともに、学校心臓検診
精密検査医療機関研修会を企画し、福岡市立こど
も病院川崎病センターの古野憲司 先生に「川崎
病既往児童・生徒の遠隔期評価」について講演い
ただいた。また、日本学校保健会「学校心臓検診
の実際」が令和２年度に改訂されたことを踏まえ、
平成 28年度に作成した「養護教諭のための生活
管理指導表の診断名（所見名）から見たリスク早
見表」の改訂を行った。
　その他、例年通り各郡市医師会主催の学校医等
研修会及び小児生活習慣病対策に対して助成を
行った。

　学校心臓検診検討委員会
５月 20日　９月 20日　１月 20日（Web）

　学校医部会総会・学校医研修会・学校心臓
　　検診精密検査医療機関研修会（ハイブリッド）

12月   ５日
　学校医部会役員会	 ６月 10日（書面開催）
　郡市医師会学校保健担当理事協議会・
　　学校医部会合同会議（ハイブリッド）

11月18日
　中国四国医師会連合学校保健担当理事
　　連絡協議会「愛媛」（Web）	   ８月22日
　第52回全国学校保健・学校医大会「岡山」（Web）

10月30日
　　　同　　都道府県医師会連絡会議

（書面開催）
　都道府県医師会学校保健担当理事
　　連絡協議会（Web）	 12月12日
　若年者心疾患・生活習慣病対策協議会
　　理事会・評議員会「富山」（ハイブリッド）

２月 26日
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　第 53回若年者心疾患・生活習慣病対策協議会
　　総会「富山」（ハイブリッド）　　 ２月 27日

成人・高齢者保健
　糖尿病対策として、コメディカル・歯科医等を
対象に山口県糖尿病療養指導士講習会を年４回開
催し、修了認定試験合格者 103 名を新たに「や
まぐち糖尿病療養指導士」として認定し、全体で
資格保有者は 878 名となった。そのほか、これ
までの資格認定者を対象に知識・技術向上及び資
格更新のためのレベルアップ講習会を開催した。
　特定健診・特定保健指導は依然として受診率・
終了率が低い。実施状況や検討課題について、保
険者や決済代行機関（支払基金・国保連合会）の
出席のもとで郡市医師会特定健診・特定保健指導
担当理事協議会及び関係者合同会議を開催した。
　がん対策では、がん検診受診率向上の施策の一
つとして、休日及び平日夜間にがん検診を行う医
療機関へ助成する事業を実施した。そのほか、胃
内視鏡検診研修会をWeb 開催した。なお、緩和
ケア研修会は、新型コロナウイルス感染症の拡大
防止のため中止した。
　健康教育委員会では、今年度のテーマを「帯状
疱疹」として、健康教育テキストの内容を検討し、
発行した。
　感染症対策については、動物由来の感染症等に
関する日本医師会及び県からの通知など、郡市医
師会を通じて会員への周知に努めた。
　健康スポーツ医学研修会は、新型コロナウイル
ス感染症の感染拡大防止のため、中止した。
　禁煙推進委員会では、平成 25 年 12 月に制定
した「山口県医師会禁煙宣言」について現状に
即していない箇所があったことから改定し、本会
ホームページに掲載した。また、令和２年に 20
代の一般市民へ行った喫煙防止教育のアンケー
トで、小中学校での喫煙防止教育が、その後の
喫煙歴に大きく影響しているとの結果を得たこと
から、各校での実態について調査し、その結果を
基に今後の喫煙防止教育において役立てたいと考
え、アンケートを実施した。

　郡市医師会成人・高齢者保健担当理事協議会
  ５月   ６日

　山口県糖尿病対策推進委員会
　　６月 17日（書面開催）　10月28日

２月 10日（書面開催）
　山口県糖尿病療養指導士講習会

７月 18日　  ８月22日
９月 19日　10月17日

　「やまぐち糖尿病療養指導士」
　　第 14回レベルアップ講習会　　 11月28日
　郡市医師会特定健診・特定保健指導担当理事
　　及び関係者合同会議	   ９月30日
　健康教育委員会

　７月  ８日　10月    ７日　12月   ２日
　山口県胃内視鏡検診研修会（Web）

  ２月   ６日
　山口県緩和ケア研修会　   ２月 13日（※中止）
　健康スポーツ医学委員会	   ６月10日
　健康スポーツ医学研修会

　９月 25日　11月 23日（※すべて中止）
　都道府県医師会運動・健康スポーツ医学
　　担当理事連絡協議会（Web）　　  10月   ８日
　禁煙推進委員会　         ７月15日　10月14日

※中止 ･･･ 新型コロナウイルス感染症の蔓延防止
のため開催を中止した。

新型コロナウイルス感染症対策
　新型コロナウイルス感染症への対応について
は、県の専門家会議、モニタリング会議等へ参画
し、感染の発生状況や国・県の取組み状況を把握
し、地域の医療提供体制の確保に向けて一層の連
携を図るとともに、会員への迅速な情報提供に努
めた。
　また、医療従事者に対する差別・偏見が広がっ
ている実態や、受診の遅れがコロナ感染症の重症
化に影響している可能性があることをふまえた医
療機関への早期の受診について記者会見を開くな
どして、県民へ情報発信した。とりわけ、５月に
は、新型コロナウイルス感染症患者の急速な増加
に伴い逼迫する医療提供体制を踏まえ、県民に感
染防止対策への協力を要請する「医療緊急事態宣
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言」を発表した。
　各医療圏単位で開催される圏域会議には、積極
的に参加して県内の感染状況の把握に努め、地域
の課題と実情を共有した。
　医療用物資の配布については、国から医療機関
へ直接配布されるアイソレーションガウン等の希
望調査を実施した。
　また、オミクロン株による急速な患者増加に対
応するため、郡市医師会を通して、自宅療養者に
対する健康観察や健康相談、診療に協力いただけ
る医療機関の拡充、治療薬の処方のための医療機
関の登録、診療・検査医療機関の拡充に努めた。
さらに、保健所等の行政補完的な業務として自宅
療養者の健康管理等に係る委託料の支払業務（県
委託）に努めた。
　新型コロナウイルスのワクチン接種について
は、会員への迅速な情報提供を行うとともに、県
及び各郡市医師会等の医療関係団体と連携し、接
種実施体制の構築に協力し、医療従事者等の追加
接種（３回目）では、郡市医師会を通じて診療所
等の接種予定者数の取りまとめを行った。

　今後の新型コロナウイルス感染拡大に備えた
　　医療提供体制の整備等に係る圏域会議

５月 18日～ 26日
　新型コロナウイルス感染症対策圏域会議

10月 15日～ 22日
　宿泊療養に関する協議

　８月 23日　  ８月30日
　オミクロン株濃厚接触者対応Web 会議

12月17日
　オミクロン株感染拡大に伴う圏域会議

１月 11日～ 17日
　自宅療養体制についての協議

１月 10日　  １月24日
　都道府県医師会新型コロナウイルス感染症
　　担当理事連絡協議会（Web）
　　　  ４月14日　  ５月28日　  ７月30日
　　　  ８月27日　  ９月24日　10月22日
　　　11月26日　12月24日　  １月28日
　　　  ３月   ２日

　新型コロナウイルスワクチン接種対策会議

  ４月27日　  ６月17日
10月  ７日　  ２月   ３日

　職域接種に関する打合せ	   ６月24日
　小児向け新型コロナワクチン接種に係る
　　連絡会議	   １月29日

産業保健
　令和３年３月に情報通信機器を用いて遠隔で産
業医の職務の一部を実施することについて、留意
事項が整理され、オンラインと実地での活動の考
え方が明示された。併せて、昨年より「取組の５
つのポイント」を事業場に働きかけ、職場におけ
る新型コロナウイルス感染症対策の徹底を図って
いる。労働者の安心した職場環境づくりには、正
しい感染予防と健康管理の理解が重要であること
から、県医師会主催の産業医研修会では、職場で
の新型コロナウイルス対策やワクチン接種や職域
における健康管理を取り上げ、産業医の資質向上
を図った。また、郡市医師会協力の産業医研修会
では、要望を踏まえて、研修会を計 18回企画し
たが、新型コロナウイルス感染症拡大防止のため
17回の開催となった。
　また、県内の産業保健活動を推進するため、山
口産業保健総合支援センター、郡市医師会、労働
局など各関係機関との連携を行った。

　第２回全国医師会産業医部会連絡協議会
10月21日

　山口県医師会産業医部会理事会
  ８月19日

　郡市医師会産業保健担当理事協議会
11月25日

　山口産業保健総合支援センター運営協議会
９月２日（書面開催）　   ３月  ３日

　山口県医師会産業医研修会
　　　  ９月   ２日　  ９月   ２日　  ９月   ８日
　　　  ９月   ９日　  ９月16日　  ９月30日
　　　10月14日　10月21日　10月27日
　　　11月  ４日　11月11日　11月11日
　　　11月24日　12月  ２日　  １月20日
　　　  １月26日　  ２月24日
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５　広報・情報
今村副会長　中村常任理事
長谷川常任理事　白 澤 理 事
藤 原 理 事　　 　 　 　

広報事業
　広報事業は、組織の主張を展開し会員間の討論
の場ともなる重要な分野であることから、令和 3
年度も対内広報と対外広報の発展に努めた。

①広報活動事業
　コロナ禍で県民公開講座などの県民向けのイ
ベントが開催できない状況を踏まえ、有益でタイ
ムリーな情報を発信するために、令和 3年度よ
り「新型コロナウイルス患者に対する差別・偏見
を止めよう」、「新型コロナウイルス感染拡大に伴
う医療の緊急事態について」、「コロナ感染の疑い
があれば速やかに医療機関を受診しましょう」を
テーマに記者会見を行い、県民に対して医療に関
する情報を提供することができた。
　医師会報の作成については、毎月開催してい
る広報委員会において、誌面の刷新並びに記事や
コーナーの充実をより一層図っており、「新郡市
医師会長インタビュー」、「新病院長に聴く」を行
い、それぞれ掲載した。また、記者会見の発言内
容等を「県医トピック」として掲載した。
　ホームページについては、会員だけでなく県民
への情報発信に必須の手段となっている。令和 3
年度も、新型コロナウイルス感染症関係のページ
の内容のさらなる充実に取り組んだ。
　対外広報活動として、11 月に山口県総合保健
会館にて県民公開講座を開催予定であったが、新
型コロナウイルス感染症の感染拡大防止の観点か
ら開催を中止とした。しかし、毎年開催しており
今回で 12回目となった「いのち、きずな、やさ
しさ」がテーマのフォトコンテストについては予
定通り開催した。前回から応募者を「県内在住の
方に限定」して実施しており、109 作品の応募
があり、写真家の下瀬信雄先生を交えて 10月に
審査会を行い、表彰作品を決定した。なお、表彰
式については前述の理由から中止としたため、会
報 1月号に表彰作品並びに下瀬先生による講評
を掲載した。

　報道機関との関係については、毎年、報道機関
の支社長クラスで組織する山口県報道懇話会との
懇談会を開催し、報道関係者との親睦を深めると
ともに、医療へのさらなる理解を求めていたが、
令和 3年度も新型コロナウイルス感染症の感染
拡大防止の観点から開催を断念した。

②花粉症情報提供事業
　令和 3年度は県内 19測定機関にスギ・ヒノキ
花粉について 1月から 4月末日まで毎日測定し
ていただき、その結果を本会に連絡してもらい、
それを基に翌日の飛散予測を行い、関係機関やマ
スコミ等に対して情報提供を行った。また、その
間、本会のホームページの「花粉情報コーナー」
も毎日更新し、最新の情報を県民に伝えるべく努
力した。さらに 4測定機関には 5月から 12月末
日までイネ科花粉等の測定を行っていただき、飛
散状況について週1回、ホームページに掲載した。
　また、正確な花粉飛散情報を県民に提供するた
め、毎年開催しており測定機関の測定者等を対象
に測定精度をより向上させることを目的とした花
粉測定講習会、及び隔年で開催している県民公開
講座「花粉症対策セミナー」について開催する予
定としていたが、新型コロナウイルス感染症の感
染拡大防止の観点から、講習会については希望者
のみを対象として少人数で測定の実技講習を実施
し、セミナーについては開催を中止とした。
　より正確な花粉飛散予測の情報を県民等へ提供
することを目的に、令和 3年度から山口大学医
学部医学科システムバイオインフォマティクス講
座に「AI を用いた山口県におけるスギ花粉飛散
予測に関する研究」をお願いし、AI プログラム
の完成及び精度向上に向けて協力を行った。

情報事業
　例年 2～ 3 月に 2日間にわたって開催される
日本医師会医療情報システム協議会がオンライン
で開催されたので出席した。令和 3年度のメイン
テーマは「新しい時代の医療 ICT －ウィズコロナ
を生き抜く」で、「日本医師会が目指す医療 ICT」
「国が目指す医療ICT」「医療ICTのサイバーセキュ
リティ」「地域医療情報連携ネットワーク（コロ
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ナ禍での有用性）」「新しい時代の診療形態」「医
療DXを進めるための先進 ICT 技術」の発表があ
り、活発な議論が交わされた。
　また、Web 上にて研修会等への出席のエント
リーができるシステムについて活用したほか、会
員の利便性向上のために、館内に無線 LAN のア
クセスポイントを設置した。

対内広報関係
　広報委員会
　　　  4 月   8 日　  5 月   6 日　  6 月   3 日
　　　  7 月   1 日　  8 月   5 日　  9 月   2 日
　　　10月    7日　10月28日　12月   2 日
　　　  1月 13日　  2 月  3 日（※中止）
　　　  3 月   3 日

　歳末放談会	 　10月28日

対外広報関係（県医師会）
　フォトコンテスト審査会	 10月   7 日
　　　　同　　　表彰式　  11 月  7 日（※中止）
　県民公開講座　　　　　  11 月  7 日（※中止）
　記者会見

　  4 月   8 日　  5月 21日　  9月 16日

花粉情報関係
　花粉情報委員会             6 月 24日　  9月 16日
　花粉測定実技講習	 　12月19日
　県民公開講座「花粉症対策セミナー」

　12月 19日（※中止）

医療情報システム関係
　日本医師会医療情報システム協議会

2月 19～ 20日（Web）

※中止 ･･･ 新型コロナウイルス感染症の蔓延防止
のため開催を中止した。
　
６　医事法制

加藤副会長　郷良常任理事
山 下 理 事　縄 田 理 事

　過去 3年に当会が受け付けた事故報告は、平
成 30 年度が 18 件、平成 31 年・令和元年度は

13件で、前年度は 18件、今年度は 11件で、前
年に比べてかなり減っていた。
　医療事故防止対策の一環として毎年行ってい
る「医療紛争防止研修会」は、コロナ禍において
は感染症蔓延を避けるために、今年度も開催を見
送った。なお、今年度は山口県消化器がん検診研
究会より依頼をうけ、「医療事故紛争の現況と対
策－消化管内視鏡検査を中心に－」と題した講演
を行った。
　医療安全対策においては、例年どおり担当役員
において「日医医療安全推進者養成講座」を受講
し、医療安全の推進を図った。
　医療事故調査制度の運営については対象事案の
対応を図るとともに、担当役職員においては「医
療事故調査制度に係る管理者・実務者セミナー
（e-learning）」（日本医師会）に参加し、調査の精
度向上に向けて準備を図った。
　診療情報提供の推進についても、例年どおり、
患者等からの医療相談の対応及びカルテ開示等へ
の質問に対応し、診療情報提供推進委員会（書面
開催）において、当年の相談事例等を報告した。
　
令和 3 年度医療紛争発生
　受付件数  11 件（日医付託は 1 件）
　内訳
　　交渉		  5 件
　　訴訟・様子見等	 6 件

令和 3 年「診療情報提供推進窓口」
　受付件数　71 件
　内訳
　　患者		  34 件
　　患者家族・その他	 37 件
　　　上記のうち、
　　　　匿　名　39件　　実　名　32件
　　　　男　性　31件　　女　性　39件
　　　　不　明　  1 件（手紙）
　　　　苦　情　22件　　相　談　49件

医療紛争関係
1　医療事故防止対策
　医療紛争防止研修会　	 （※中止）
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　山口大学研修医オリエンテーション
  4 月   2 日（Web）

　中国四国医師会医事紛争研究会（愛媛県担当）
11月14日（Web）

　都道府県医師会医事紛争担当理事連絡協議会
12月   9 日（Web）

　郡市医師会医事紛争・診療情報担当理事協議会
  3月 10日

　冊子「医療事故を起こさないために（第 4版）」
　　の周知徹底
　山口県消化器がん検診研究会からの講演依頼

12月18日

2　紛争処理対策
　医事案件調査専門委員会
　　（医師賠償責任保険審議会併催）
　　　  4月 22日　  6月 24日　  7月 29日
　　　  8月 19日　  9月 16日　10月28日
　　　11月18日　12月16日　  1月 20日
　　　  2月 24日　  3月 17日

　医事案件調査専門委員会「事例研究会」
（※中止）

　顧問弁護士・医事案件調査専門委員合同協議会
  2月 26日

3　医療安全対策
　日医医療安全推進者養成講座	 e-learning
　日医医療安全推進者養成講習会　　　（※中止）
　医療事故調査等支援団体連絡協議会　（※中止）
　医療事故調査委員合同打合せ会　　　（※中止）
　郡市医師会医療事故調査担当理事協議会

（※中止）
　Ai 研究会	 （※中止）
　医療事故調査の支援：3件

4　診療情報の提供
　診療情報提供推進委員会

2月 10日（書面開催）
　郡市医師会医事紛争・診療情報担当理事協議会

3月 10日

薬事対策
1　麻薬対策
　麻薬の適正使用・保管・管理・記帳・諸届、毒
劇物の保管・管理の周知の徹底を図ったが、特に
問題となる事例は発生しなかった。

2　医薬品臨床治験
　治験に関する情報については本会ホームページ
を活用し会員に情報提供をしている。

※中止 ･･･ 新型コロナウイルス感染症の蔓延防止
のため開催を中止した。

７　勤務医・女性医師
今村副会長　加藤副会長
中村常任理事　長谷川常任理事
前川常任理事　郷良常任理事
白 澤 理 事　山 下 理 事
茶 川 理 事　縄 田 理 事

勤務医
　医師の働き方改革の議論が本格化し、医師の労
働時間短縮や健康確保は重要な課題であり、個人
の強い使命感や、医療現場の献身的な努力ではも
はや解決できなくなっている。また、新医師臨床
研修制度や新専門医制度により若手医師が不足す
ることで、過重労働や診療科及び地域の偏在が顕
在化しており、勤務医をめぐる環境は非常に厳し
い状況にある。
　こうした中、勤務医部会では、勤務医をめぐる
諸課題の解決に向け、郡市医師会勤務医理事との
懇談会、病院勤務医懇談会、市民公開講座、医師
事務作業補助者研修会、医学生への啓発事業、座
談会、シンポジウムなどを企画したが、昨年度に
続き、今年度も新型コロナウイルス感染症の蔓延
のため、中止せざるを得ない事業があった。
　郡市医師会勤務医理事との懇談会は実地とオン
ラインを併用して開催した。新型コロナウイルス
の患者診察に関する郡市医師会及び各病院におけ
る取り組み、苦労したこと、ワクチン接種につい
て情報交換を行った。また、勤務医の医師会活動
への参加促進を行った。
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　病院勤務医懇談会は、役員等が病院を訪問し、
病院長、勤務医、役員等が一堂に会し、勤務医の
抱えている諸問題について本音でトークをするこ
とにより課題を抽出、それぞれの果たすべき役割
等について検討し対策を講じることを目的に、毎
年、県内 2か所で実施していたが、今年度も開
催を見合わせた。
　市民公開講座は、医療現場の諸問題や勤務医の
実情を広く地域住民に理解していただくために、
郡市医師会の協力のもとに毎年県内 2か所で市
民公開講座を開催しているが、昨年度同様、新型
コロナウイルス感染症の蔓延防止のため開催を中
止した。
　医師事務作業補助者の活用は勤務医の負担軽減
に資することから、オンラインで研修会を開催し
た。
　医学生への啓発事業（医学生のための短期見
学研修事業）は、医学生が自身の興味ある診療科
の実態を、県内の臨床研修施設で、医学生になっ
た早い時期に体験することにより、県内で医師と
して働くことの意義や魅力を知ることを目的とし
て、毎年、山口大学医学部医学教育学講座の協力
により実施しているが、今年度も実施を見合わせ
た。
　座談会は、「新型コロナウイルスと働き方改革
Part2」をテーマに、新型コロナウイルス感染症
における検査方法及び治療に関すること、診療
上で苦労したこと、過重労働の有無や他の医師の
バックアップ体制等について意見交換を行った。
　この座談会は実地とオンラインを併用して開催
し、内容は勤務医ニュース第 28号として発刊し
た。
　シンポジウムは「働き方改革について」をテー
マにハイブリッド形式で開催した。なお、この
シンポジウムの内容は、令和 4年度発行予定の
勤務医ニュースに掲載する。
　また、新型コロナウイルスの影響で延期となっ
た令和 2年度シンポジウムの代替企画として、
特別講演会を開催した。
　臨床研修への取り組みとしては、平成 22年 4
月より、山口大学、県内の基幹型臨床研修病院、
山口県及び山口県医師会で組織された山口県医師

臨床研修推進センターにおいて、臨床研修の円滑
な推進及び研修医の県内定着に関する事業を行っ
ており、今年度も臨床研修病院合同説明会への参
加、指導医 ･後期研修医等国内外研修助成事業等
により、県内の若手医師の確保 ･育成に努めた。
　以下に本年度事業内容を報告する。

１　勤務医対策
（1）勤務医部会総会（シンポジウム）、
　　理事会、企画委員会、特別講演会
　　①総会（シンポジウム）	   ２月20日
　　②理事会	    ９月   ４日
　　③企画委員会

  ６月12日　  ９月14日　12月  ８日
　　④ 特別講演会	   ６月12日
（2）郡市医師会勤務医理事との懇談会

10月27日
（3）病院勤務医懇談会	 （※中止）
（4）市民公開講座	 （※中止）
（5）医師事務作業補助者連絡協議会      ７月10日
　　 医師事務作業補助者研修会            ２月11日
（6）医学生への啓発事業
　　（医学生のための短期見学研修事業）

（※中止）
（7）勤務医ニュースの発行
　　第 28号（3月発行）
　　内容：座談会「新型コロナウイルスと
　　　　　働き方改革 Part2」（12月８日）
（8）全国医師会勤務医部会連絡協議会（京都）

10月  ２日
（9）都道府県医師会勤務医担当理事連絡協議会

      ５月18日
（10）中国四国医師会連合勤務医委員会

10月２日

※中止 ･･･ 新型コロナウイルス感染症の蔓延防止
のため開催を中止した。

２　臨床研修医の確保対策
（山口県医師臨床研修推進センター事業）

（1）臨床研修医歓迎会	 ４月  ２日（Web）
（2）臨床研修病院合同説明会
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　・医学生対象
　　レジナビフェア大阪       ９月12日（※中止）
　　ｅレジフェア西日本       ９月26日（※中止）
　　ｅレジフェアオンライン	   ９月26日
　　レジナビフェア福岡     10月 10日（※中止）
　　レジナビフェア東京     10月 24日（※中止）
　　マイナビフェア福岡       １月30日（※中止）
　　マイナビフェア広島       ２月20日（※中止）
　　レジナビフェアオンライン	   ３月13日
　　レジナビフェア東京	   ３月20日
　・研修医対象
　　レジナビフェア東京	 （※中止）
　　レジナビフェア大阪	 （※中止）
　　ｅレジフェアオンライン 　６月 14～ 20日
（3）臨床研修医交流会	 ８月 28日（Web）
（4）指導医・後期研修医等国内外研修助成事業
　　　助成実績：0名
（5）国内外からの指導医の招へい事業
　　　助成実績：県内基幹型臨床研修病院 2病院
（6）病院現地見学会助成事業
　　　助成実績：県内基幹型臨床研修病院 10病院
（7）山口県医師臨床研修推進センター運営会議

11月11日　  ３月24日

※中止 ･･･ 新型コロナウイルス感染症の蔓延防止
のため開催を中止した。

女性医師
　男女共同参画部会では6つのワーキンググルー
プ（勤務医環境問題、育児支援、女子医学生キャ
リア ･デザイン支援、地域連携、広報、介護支援）
による活動を継続した。部会総会では毎年、時
事的な話題も含めた講演会やシンポジウム等を企
画しており、今年度は、宇部市の金子小児科院長
金子淳子 先生の講演「子どもたちの健やかな育
ちを地域で支える」をWeb での配信を併用して
実施した。
　また、日本医師会が開催するブロック会議 ･連
絡会等に参加し、他県の取り組み等の情報収集に
努めるとともに、男女共同参画推進事業助成金制
度を継続し、女性医師の医師会活動への参画推進
及び医師の働きやすい環境づくりと資質向上に向

けた活動を行う郡市医師会への支援を実施した。
なお、引き続きコロナ禍にあることが影響し、郡
市医師会の男女共同参画部会等の活動費用の助成
は昨年度と同じく 2件にとどまった。

１　勤務医環境問題
　女性医師勤務医ネットワークの更新を行った。
県内 141 病院のうち、120 病院の登録があった。

２　育児支援
　平成 21年から山口県の委託事業として専任の
保育相談員を置き、女性医師等からの育児に関連
した相談を受け支援を続けている。同年設立した
保育サポーターバンクでは引き続き登録者の募集
を行うとともに、医師に対して、県医師会報、リー
フレット、ポスター等において保育サポーター
バンク活用の広報を行っており、3月 31日現在、
総相談件数は 224 件、バンク登録者は 82 名で
ある。
　また、10 月に保育サポーターバンク通信（第
12 号）を発行した。なお、3月 6日に開催を予
定していた第 12回サポーター研修会は新型コロ
ナウィルス感染症の蔓延防止のため中止した。

３　女子医学生キャリア ･ デザイン支援
　年々増加している女子医学生が、先輩女性医師
の働く姿を見て、実際に働く現場を体験すること
により、自分の将来像を描く参考にすることで、
これからの医療を担う責任感を養い、医師として
仕事をし続ける自覚を育てることを目的として、
平成 21年度から女子医学生インターンシップを
実施している。なお、今年度もコロナ禍にあるこ
とを考慮し、2年連続の中止とした。

４　地域連携の推進
　現在までに県内 11郡市医師会により 9つの男
女共同参画 ･女性医師部会等が設置されている。
郡市間の情報交換の場として男女共同参画 ･女性
医師部会地域連携会議を開催し、各郡市の活動報
告および意見交換を行った。
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５　広報
　平成 23年に山口県医師会ホームページ内に女
性医師支援のためのコーナー：やまぐち女性医師
ネット（Y-JoyNet）を作成しており、活動状況等
掲載情報の更新を適宜行った。

６　介護支援
　平成 27年度の総会において、日常の介護に関
わる課題等について専門家を交えて意見交換を
行ったことを基に、医師会としての介護支援の在
り方を検討した。

　男女共同参画部会総会	   ３月   ６日
　男女共同参画部会理事会

   ６月19日 　10月16日　  １月23日
　男女共同参画部会ワーキンググループ
　　総　　会		    ９月   ８日
　　育児支援	   ６月19日　  ９月25日
　男女共同参画・女性医師部会地域連携会議

　10月16日
　保育サポーターバンク運営委員会

   ６月19日　  ９月25日
　保育サポーター研修会        ３月   ６日（※中止）
　日医（第 16回）男女共同参画フォーラム
　　「大分県」	   ５月15日（※中止）
　女性医師支援・ドクターバンク連携
　　中国四国ブロック会議	   11月 14日
　日医女性医師支援担当者連絡会       12月   ５日

※中止 ･･･ 新型コロナウィルス感染症の蔓延防止
のため開催を中止した。

８　医業
沖中常任理事　茶 川 理 事
上 野 理 事　縄 田 理 事

医業経営対策
　医療関係の税制においては、日本医師会が中
心となり厚生労働省等の各関係機関に要望を行っ
た。その結果、令和 4年度税制改正大綱で、「事
業税非課税措置・軽減措置」は検討事項とされ存
続されることになった。また、四段階制（社会保
険診療報酬の所得計算の特例措置）も存続、さら

には地域医療構想実現に向けた税制上の優遇措
置が拡充され、不動産取得税の軽減措置が追加と
なった。当会では医療関係の税制を喫緊課題とし
てとらえており、各方面からの情報を収集しつつ、
円滑な医業経営と運営ができるように情報提供を
行った。
　医業の承継事業では、山口県の「医業承継支援
事業」の運営委託を受け、まずはその基盤体制づ
くりを検討した。また、県内の病院勤務医（医師
会員）に事業承継に関する意識調査を行い、調査
結果はこの事業運営に役立てたい。
　新規事業として、会員またはその医療従事者が
新型コロナウイルスに感染あるいは濃厚接触等で
休業又は外来閉鎖を余儀なくされた場合の支援金
制度も創設し、申請のあった医療機関を支援した。

　医療機関税制セミナー          1 月   6 日（Web）
　自民党山口県連政策聴問会	   9 月 30日
　ドクターバンクを利用しての
　　医師確保への取り組み
　コロナ禍における医療機関の支援
　山口県医業承継推進連絡会議 2月10日（Web）

医療従事者確保対策
　令和 3年度も継続して医療従事者に対する教
育・研修の開催を支援していくための事業を、強
化して行った。
　毎年の状況を取り纏めている「看護学校（院）
に関する基本調査」では、運営が厳しい状況が変
わらないことがうかがえ、特に応募者、入学者の
減少が顕著であることから、応募者等の増加を目
的として「医師会立看護学校 PRCM」の TV放映
を行ったところである。これらの PR方法の効果
については今後検証し、改めて対策を検討する。
　本年も新型コロナウイルス感染症の感染拡大は
収まらなかったことから、各看護学校（院）での
感染拡大防止策の経費の支援を行った。なお、例
年実施している各看護学校（院）への助成等は以
下のとおりである。
　また、本年度は各医療機関が医療従事者等（医
療事務職員含む）を求人するための新しいルート
として、医師会と各専門学校が連携し、情報提供
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及び情報共有する仕組みを構築した。
　国や行政に対しては、看護職員等の確保、養成
施設の現状の理解及び支援拡充について要望を継
続して行った。

　郡市看護学院（校）担当理事・
　　教務主任合同協議会	 　  6 月   3 日
　中四九地区医師会看護学校協議会（高松市）

   8 月   1 日（Web）
　看護学校課題対策検討会	 （※中止）
　看護学校（院）への助成
　看護職員等研修会に対する助成
　生徒募集対策（募集ポスター作成）
　山口県准看護師教育教務主任会への助成
　山口県実習指導者養成講習会受講者に対する
　　助成
　オープンキャンパス開催時の助成
　准看護師を対象としたスキルアップ研修会
　　開催時の助成
　中四九地区医師会看護学校協議会への
　　学校（院）参加のための助成
　看護教員養成講習会の通信受講者の支援
　都道府県医師会医療関係者担当理事連絡協議会

　（※中止）
　医師会立看護学校 PRCMの放映
　医師会立看護職員養成所の
　　新型コロナウイルス感染防止対策等への支援

労務対策
　医療機関が円滑な医業運営をするためには、従
業員等の労務管理は必要不可欠なもので、それは
県民への質の高い医療の提供にもつながる。適正
な労務管理ができるように、関係当局と連携して
情報提供等を行った。
　平成 27年 9月に開設された「山口県医療勤務
環境改善支援センター」においては、当会も必要
に応じて情報提供等の連携をした。
　働き方改革については、労働局等の関係機関か
らの情報を会員に周知徹底を図るとともに、中央
の動向を注視し、適宜対応できるようにしている。
その他、関係機関と協議を行った。

　労働基準法、男女雇用機会均等法、
　　育児・介護休業法などの普及啓発
　山口県医師会ドクターバンク活用の推進
　山口県医療勤務環境改善支援センターとの
　　連携運営協議会　　　3月 14日（書面開催）
　都道府県医師会医師の働き方改革担当理事
　　連絡協議会   4 月   1 日　11月19日（Web）

医療廃棄物対策
　今年度も国や県からの医療廃棄物取扱いに関す
る情報提供を行い、また医師会員からの廃棄物（感
染性廃棄物、水銀含有物、ポリ塩化ビフェニル処
理）に関係する問い合わせの対応を行った。
　
　産業廃棄物処理施設における
　　作業環境管理研修会	 （※中止）

※中止 ･･･ 新型コロナウイルス感染症の蔓延防止
のため開催を中止した。

Ⅱ　その他事業
1　収益
　実施事業を財政的に支えるために、次の事業を
実施した。

　（1）　保険料収納代行業務
主に会員を対象として生命保険及び損害保

険の保険料の集金業務を保険会社等に代わっ
て行うことにより、生命保険会社等から集金
代行手数料を得た。

　（2）労働保険事務組合業務
小規模の事業主である会員から委託を受け

て、労働保険料の申告、納付各種届け出等の
業務を行い、山口労働局から報奨金の交付を
受けた。
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Ⅲ　法人事業
1　組織

　　　　　　　　清水専務理事　藤 原 理 事
　　　　　　　　　縄 田 理 事
1　表彰
　医事・衛生に関しての地域社会に対する
　　功労者表彰　	 2 名
　医事・衛生に関しての地域社会に対する
　　功労者表彰　	 2 名
　長寿会員表彰　	 40 名
　役員・代議員・予備代議員・郡市医師会長
　　通算 10年以上表彰	 　1名

　
2　会員への入会促進・研修
　新規第１号会員研修会　　	  10月 14日

3　調査研究等
　裁定委員会	    5 月   8 日
　定款等検討委員会	 ５月 26日（書面開催）

4　郡市医師会関係
　郡市医師会長会議

　10月 21日　 ２月 17日（※中止）

5　日医関係
　日本医師会第 149 回定例代議員会（Web）

    ６月27日
　日本医師会第 150 回臨時代議員会（Web）

   ３月27日
　都道府県医師会長会議（Web）

   ５月18日　  ９月21日　  １月18日
　都道府県医師会事務局長会議（Web）

   ２月25日
　日本医師会学術推進会議（Web）

   ５月13日　  ９月   ９日
  12月   ２日　  ３月31日

　日本医師会医療経営検討委員会（Web）
   ７月   １日　11月   ４日　  ２月   ３日

　日本医師会医師会共同利用施設
　　検討委員会（Web）

   ５月14日　  ８月   ４日
 11月26日　  ３月25日

　日本医師会 IT 委員会（Web）
   ５月12日　  ８月26日　10月28日

　12月23日　  ３月   ９日
　日本医師会母子保健検討委員会（Web）

   ５月20日　11月   ４日　  ２月16日

6　中国四国医師会連合関係
　常任委員会（Web）

  ６月 27日　10月   ２日　  ３月26日
　中国四国医師会連合総会（Web）      10 月  ２日
　中国四国医師会連合各種分科会（Web）

 10 月  ２日
　中国四国医師会勤務医委員会（Web）

 10 月  ２日

7　会員福祉関係
　（1）会員親睦
　　山口県医師会ゴルフ大会

 11月21日（※中止）
　　山口県医師会囲碁大会   ２月 13日（※中止）
　　山口県医謡会
（※中止　令和元年度開催を最後に閉会となる）

　（2）弔慰（物故会員参照）
　　 規定どおり実施した。

８　新公益法人制度対策
　決算事務等定期提出書類について顧問会計事務
所と協議を行った。

９　母体保護法関係
　母体保護法指定医師審査委員会

　  ５月   ９日　  ５月28日（書面開催）
　  ６月   ２日（書面開催）

（指定更新 26名、新規指定４名）
　母体保護法指定医師研修会

   ５月   ９日　12月12日
　認定研修機関（９施設）の定期報告
　日医家族計画・母体保護法指導者講習会（Web）

12月   ４日

10　関係機関連携
　山口県健康福祉部との懇話会
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９月２日（※中止　書面にて要望書提出）
　山口県歯科医師会、山口県看護協会、
　　山口県病院協会、三師会との懇談会（※中止）

11　医師会共同利用施設対策
　医師会病院、臨床検査センター及び介護関連施
設等の医師会共同利用施設は、地域の健康・医療・
福祉を包括した総合拠点として重要な役割を果た
しているものの、施設の老朽化や民間との競合な
ど経営面での問題を抱えている施設もある。
　本年度は、北海道で開催された「第 29回全国
医師会共同利用施設総会」に参加し、岩国市医療
センター医師会病院による分科会発表も行った。
　また、昨年度より担当県として参加している日
本医師会共同利用施設検討委員会においても、全
国の共通の問題点に対する対応策や運営上の情報
交換を行った。
　さらに、山口県衛生検査所精度管理専門委員会
への参加、及び山口県衛生検査所立入検査を行い、
精度向上に貢献した。

　日本医師会共同利用施設検討委員会（Web）
   ５月14日　  ８月   4日
　11月26日　  ３月25日

　第 29回全国医師会共同利用施設総会（北海道）
９月 11日～ 12日（Web）

　山口県衛生検査所精度管理専門委員会　　　　
８月 12日（Web）

　山口県衛生検査所立入検査　    　   10月 14日
　山口県衛生検査所精度管理研修会

３月 24日（Web）

12　社会貢献
　山口県立美術館及びレノファ山口 FC に対する
活動支援等を行った。

13　医政対策
　自民党山口県連政策聴問会	   ９月30日
　自民党山口県支部政経セミナー       10月 31日
　公明党山口県本部政策懇談会	 11月14日
　自民党山口県連環境福祉部への要望

   ９月30日

　第 16回医療関係団体新年互礼会
   １月   ８日（※中止）

※中止 ･･･ 新型コロナウイルス感染症の蔓延防止
のため開催を中止した。

14　庶務関係報告
（1）会員数（令和 3年 12月 1日現在）

（2）物故会員
　令和 3年 4 月 1 日から令和 4年 3 月 31 日ま

令和 3年度 令和 2年度 増減（△）
第1号会員 1,234 1,241 △ 7
第 2号会員 862 877 △ 15
第 3号会員 449 463 △ 14

計 2,545 2,581 △ 36

郡市医師会別会員数
郡市医師会 第 1号 第 2号 第 3号 計

大 島 郡 7 23 3 33 (  31)
玖 珂 24 21 0 45 (  46)
熊 毛 郡 15 6 0 21 (  20)

吉 南 55 38 3 96 (101)

美 祢 郡 6 7 0 13 (  13)

下 関 市 266 119 71 456 (460)

宇 部 市 171 97 37 305 (306)

山 口 市 119 104 27 250 (252)

萩 市 41 35 0 76 (  77)

徳 山 121 121 24 266 (269)
防 府 97 78 39 214 (218)
下 松 54 27 1 82 (  82)
岩 国 市 89 39 9 137 (138)

61 41 6 108 (111)
光 市 36 39 4 79 (  78)
柳 井 37 38 6 81 (  84)

長 門 市 26 23 1 50 (  51)

美 祢 市 9 6 1 16 (  16)
山口大学 0 0 217 217 (228)

計 1,234 862 449 2,545 (2,581)

(　　) は令和 2年度

山陽小野田



令和 4年 8月 山口県医師会報 第1944 号

527

でに 24名の会員がお亡くなりになられました。

（3）代議員数

（4）代議員会
　第 188 回臨時代議員会
　　令和 3年 4月 15日（木）
　　　　山口県総合保健会館　多目的ホール
　　　議決事項
　　　　議案第１号
　　　　　山口県医師会裁定委員選任の件
　　　報告事項
　　　　報告第１号
　　　　　令和３年度山口県医師会事業計画の件
　　　　報告第２号
　　　　　令和３年度山口県医師会予算の件

　第 189 回定例代議員会
　　令和 3年 6月 17日（木）
　　　　山口県総合保健会館 多目的ホール
　　　報告事項
　　　　報告第１号
　　　　　令和２年度山口県医師会事業報告の件

　　　議決事項
　　　　議案第１号
　　　　　令和２年度山口県医師会決算の件
　　　　議案第２号
　　　　　令和４年度山口県医師会費賦課徴収の件
　　　　議案第３号
　　　　　令和４年度山口県医師会入会金の件
　　　　議案第４号
　　　　　令和４年度役員等の報酬の件

（5）理事会
　　　  ４月   １日　  ４月15日　  ５月13日
　　　  ５月27日　  ６月10日　  ６月24日
　　　  ７月   ８日　  ７月21日　  ８月   ５日
　　　  ８月19日　  ９月   ２日　  ９月16日
　　　10月   ７日　10月21日　11月   ４日
　　　11月18日　12月   ２日　12月16日
　　　  １月   ６日　  １月20日　  ２月   ３日
　　　  ２月17日　  ３月   ３日　  ３月17日

（6）常任理事会
　　　  ４月15日　  ６月17日　  ９月24日

（7）監事会
　5月 13 日に開催し、令和２年度の決算状況及
び業務執行状況について詳細に監査を受けた。

２　管　　理
　医師会運営及び会館管理に関することを行っ
た。

大 島 郡 1 山 口 市 6 光 市 2
玖        珂 1 萩  市 2 柳 井 2
熊 毛 郡 1 徳 山 6 長 門 市 2
吉　　南 3 防 府 5 美 祢 市 1
美 祢 郡 1 下 松 2 山口大学 5
下 関 市 10 岩 国 市 3
宇 部 市 7 山陽小野田 3

計 63名



令和 4年 8月 山口県医師会報 第1944 号

528

　　
令和 4 年度 山口県医師会表彰式令和 4 年度 山口県医師会表彰式

  と　き　令和 4 年 6 月 16 日（木）と　き　令和 4 年 6 月 16 日（木）
　　　　　　　　　             ところ　ホテルかめ福　　　　　　　　　             ところ　ホテルかめ福

　標記表彰式が第 191 回定例代議員会に引き続
いて行われた。
　冒頭、加藤会長から受賞者へ対して、お祝いの
言葉が述べられた。
　表彰では、「医学医術に対する研究による功労
者表彰」として、徳山医師会の宮内善豊 先生、
防府医師会の三浦　修 先生が受賞された。ま
た、「医事・衛生に関しての地域社会に対する功

労者表彰」として、玖珂医師会の藤政浩志 先生、
下関市医師会の藤井之正 先生が受賞された。さ
らに「長寿会員表彰」として 33 名の先生方が、
「役員・代議員・予備代議員・郡市医師会長通算
10年以上の表彰」は 6名の先生が受賞され、退
任役員 7名に感謝状が贈呈された。
　最後に、受賞者を代表し、宮内善豊 先生がお
礼の挨拶をされ、表彰式を終了した。

受賞者を代表して挨拶される宮内善豊 先生医事・衛生に関しての地域社会に対する功労者表彰

受賞者へお祝いの言葉を述べる加藤会長
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一、長寿会員表彰　33 名
　　　石　原　得　博　 様（大島郡）　　　安　本　忠　道　 様（大島郡）
　　　羽　熊　直　行　 様（玖　珂）　　　山　根　　　仁　 様（吉　南）
　　　大　薮　靖　彦　 様（下関市）　　　小　田　芳　郎　 様（下関市）
　　　小　嶋　英　幸　 様（下関市）　　　椎　木　利　彦　 様（下関市）
　　　篠　原　孝　道　 様（下関市）　　　千　葉　武　彦　 様（下関市）
　　　中　村　建　徳　 様（下関市）　　　野　村　茂　治　 様（下関市）
　　　野　村　弥　生　 様（下関市）　　　原　田　康　平　 様（下関市）
　　　松　木　武　敏　 様（下関市）　　　荒　木　加四子　 様（宇部市）
　　　今　釜　哲　男　 様（宇部市）　　　田　中　　　駿　 様（宇部市）
　　　山　本　浩　造　 様（宇部市）　　　米　谷　純　子　 様（山口市）
　　　斎　藤　　　永　 様（山口市）　　　重　岡　健一郎　 様（萩　市）
　　　伊　東　武　久　 様（徳　山）　　　宇都宮　陽　一　 様（徳　山）
　　　大　内　義　智　 様（防　府）　　　繁　冨　頼　雄　 様（岩国市）
　　　鷲　田　晢　雄　 様（岩国市）　　　砂　川　　　功　 様（山陽小野田）
　　　早　川　幹　夫　 様（山陽小野田）　　　上　利　美智子　 様（柳　井）
　　　石　川　千鶴子　 様（柳　井）　　　市　山　正　宏　 様（柳　井）
　　　森　田　高　生　 様（長門市）

一、医事・衛生に関しての地域社会に対する功労者表彰　2 名
　　　藤　政　浩　志　 様（玖　珂）
　　　藤　井　之　正　 様（下関市）

一、役員・代議員・予備代議員・郡市医師会長通算 10 年以上の表彰　6 名
　　　小　川　清　吾　 様（吉　南）　　　大　谷　　　望　 様（下関市）
　　　黒　川　　　泰　 様（宇部市）　　　蓮　池　耕　二　 様（防　府）
　　　御　江　慎一郎　 様（防　府）　　　松　本　美志也　 様（山口大学）

一、医学医術に対する研究による功労者表彰　2 名
　　　宮　内　善　豊　 様（徳　山）
　　　三　浦　　　修　 様（防　府）

一、退任役員感謝状贈呈　7 名
　　　河　村　康　明　 様（光　市）　　　今　村　孝　子　 様（山口市）
　　　清　水　　　暢　 様（防　府）　　　郷　良　秀　典　 様（山口市）
　　　山　下　哲　男　 様（防　府）　　　篠　原　照　男　 様（下　松）
　　　岡　田　和　好　 様（長門市）
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令和 4 年度
第 1 回 JMAT やまぐち災害医療研修会

と　き　令和 4 年 5 月 29 日（木）13：00 ～ 15：30と　き　令和 4 年 5 月 29 日（木）13：00 ～ 15：30
ところ　山口県医師会 6 階 会議室ところ　山口県医師会 6 階 会議室

[ 報告：理事　上野　雄史 ]

　JMAT やまぐち災害医療研修会は、山口県医師
会内の JMAT やまぐちプロジェクトチームが企
画している。今年は、昨年の研修会と同様に、テー
マを「被災地 JMAT」とした。昨年度は、主に
JMAT やまぐち事前登録者を対象としていたが、
被災した際の活動に関し、多くの方々にお考えい
ただくきっかけになるよう、今回は、事前登録の
枠を外し研修の参加を募集した。参加対象は、各
郡市医師会災害医療担当役員その他、各郡市医師
会災害医療担当事務職員等、各郡市医師会が推薦
する者（医師、ロジスティクス担当者）としてい
たが、山口県薬剤師会、山口県看護協会にもご協
力いただき、医師、看護師、薬剤師、放射線技師、
理学療法士、事務職員と多職種にわたり 23名の
ご参加をいただいた。
　グループワークでの対面開催ということで、準
備の段階からCOVID-19 の流行状況が懸念されて
いたが、幸い県内の陽性者は減少傾向にあり、会
場では窓を開放し、マスク着用、密を極力避ける
といった感染予防策をとり研修会を開催した。
　研修当日、会場ロビーに衛星携帯電話（ワイド
スターⅡ）を設置し、研修開始前、休憩時間に希
望者に操作体験を行っていただいた。

事前学習
　参加者には、研修当日までに e-learning システ
ム（JMAT-e）による事前学習を行っていただい
た。内容は、「本部機能（都道府県医師会）」、「山
口県における災害医療の状況」、「災害医療用語」、
「活動拠点本部（DMAT）」、「情報の共有」、「クロ
ノロジー」、「J-SPEED」の項目で、10～ 45 分の
動画による講義を提供した。

グループワーク
　参加者を、できるだけ圏域ごとに 4～ 5名の
5グループに分け、各グループに 2名のファシリ
テーターを配置した。
　想定は大規模な地震と津波による自地域の被災
である。被災地 JMAT として活動する意志のあ
る者の、発災直後の行動からチームビルディング、
指揮権委譲、実活動、そして撤収の 5 つの場面
を設問とした。進行役の野村先生が被災地 JMAT
の位置づけを説明された後、グループで話し合い
を開始した。設問ごとに各グループが意見を発表
し、野村先生が解説されることを繰り返した。

　グループワークに先立ち、野村先生から「被災
地 JMAT」の活動の概念について説明がなされた。
（要旨）
　発災直後、被災地において自衛隊や DMAT が
到着する前から、被災地で活動できる状態の医療
関係者が行う自律的な災害医療活動の体制づくり
をするのが必要である。

【設問 1】
　あなたは災害時に、被災地 JMAT として活動
する意志がある方で、山口県○○市で働いている。
　202X年 11月 14日（日）発災 1日目
　午後 2時、山口県○○市で震度 6強の地震が
発生。家屋倒壊も散見。約 60分後に 5ｍ級の津
波到達との情報あり。
　まず、どのような行動をとるか？
（解説）
・自分、家族、職員の安全確保が必要。
・強い使命感を持つ医療者は、誰かを救うために
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危険な状況に入り込もうとするが、まず自分の身
の安全を確保することが大切である。
・常日ごろから、地域のハザードマップ等を確認
しておくことが必要である。

【設問 2】
　午後 3時、1ｍの津波到達。○○市の中心部で
一部浸水（主に床上浸水）。
　午後 5時、津波が引いた。
　高台に避難しており自身は無事。
　次にどのような行動をとるか？
（解説）
・自宅や所属医療機関への経路の安全、家族や職
員の安否、被害状況などを確認する。
・被災地 JMATとして活動する意志があれば、チー
ムメンバーと連絡を取り、所属郡市医師会に連絡
を取る。
・勤務医であれば、所属病院に連絡を取り、指示
を仰ぐ。
・「JMAT やまぐち活動マニュアル～被災地 JMAT
版～」に発災直後の行動、準備について記載して
ある。

【設問 3】
　所属医師会館に連絡したが応答はなく（日曜日
発災の設定）、チームメンバーと医師会館に向かっ
た。
　午後 7時、医師会長はまだ到着しておらず連
絡もとれない。医師会館建物に被害はなく、電気
は通じているが、水道は使えない。
　まず、どのような行動をとるか？
（解説）
・医師会長不在のため、チームリーダーが指揮を
執ることを宣言し、被災地 JMAT 立ち上げを山
口県医師会に連絡する。各関係機関（市役所、消
防、警察、保健所等）に連絡し、地域の被災状況
の情報を収集する。（「JMAT やまぐち活動マニュ
アル～被災地 JMAT 版～」に関係機関を掲載して
いる。）
・コンタクトリストを作成する。
・活動に必要な資器材を準備する。（各郡市医師
会にどのようなものが準備されているかの確認も

必要。）
・クロノロジーを作成する。
・「新型コロナウイルス感染症時代の避難所マニュ
アル」もある。
・EMIS の活用法も確認。
・日本医師会のホームページで JMAT 携行医薬品
リストが確認できる。

【設問 4】
　発災 2日目。
　午前 6時、医師会長が会館に到着し、指揮を
委ねた。
　午前 8時、山口県医師会から、DMAT 活動拠
点本部が立ち上がった災害拠点病院に参集するよ
う指示あり（被災地 JMAT として活動できるの
であれば）。
　どのような行動をとるか。
　無事到着したら、想定される活動は。
（解説）
〇まずどのような行動をとるか
・可能であれば山口県医師会に派遣可能チームを
報告する。
・災害診療録、紙版 J-SPEED を準備する（マニュ
アルに掲載）。
・必要な資器材を確認する。
・災害拠点病院までの経路の安全を確認する。
〇活動拠点本部に到着したら
・本部あるいは統括 JMAT に挨拶し、救護班登録
を行う。
・自分のチーム情報を示す。
・自チームがこれまでに得ている現場の情報を本
部等に伝える。
・本部から被災状況などの情報を得る。
・活動内容の指示を受ける。
〇想定される活動
　救護所設営・運営、医療機関支援、避難所スク
リーニング、避難所巡回診療等。
〇 1日の活動を終えて
・本部に活動を報告し、夕方のミーティングに参
加する。
・統括 JMAT、所属郡市医師会及び山口県医師会
に活動内容を報告する。
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・活動日報を作成する。

【設問 5】
　発災 4日目。
　DMAT 活動拠点本部は地域保健医療調整本部
に変更され、県内外から支援 JMAT が参集して
きた。被災地 JMAT は撤収してよいと言われた。
　どのような行動をとるか。
（解説）
・撤収の意思を本部（保健医療調整本部）に伝える。
・活動の引き継ぎを支援 JMAT や DMATに行う。
・本部に撤収の挨拶を行い、所属郡市医師会や山
口県医師会に撤収の報告を行う。
・使用薬剤・資器材の費用請求の準備を行う。
・活動報告を山口県医師会に提出する。
・自院の診療再開の準備を行う。支援 JMAT の要
請。

　設問を提示し、野村先生が状況説明を行った後、
グループディスカッションを行い、各グループで
ホワイトボードに意見をまとめ、代表グループの
発表者が発表を行い、野村先生が解説を行った後、
今回はふりかえりの時間をとり、グループで意見
交換する場を設けた。参加者の多くは、災害医療
に関する研修への参加は初めてであった。しかし
ながら、ファシリテーターの方々の上手なファシ

リテーションもあり、各グループが和やかな雰囲
気の中、積極的で活発な意見交換を行っていた。
事前学習を行っていただいており、各設問に対す
る回答は的確なものが多かった。しかしながら、
ふりかえりの時間では、各自の地域、医療圏で、
災害発生時どのような体制をとることになってい
るのか、どのようなマニュアルがあるのか、所属
医師会がどのような行動をする取り決めになって
いるのか、災害対策にどのようなツールがあるの
か知らないとの意見が多くみられた。実際に、地
元が被災地となった際にどのように動くか、また、
動けるのかを具体的に考える時間となり、今回、
ふりかえりの時間を設けたのは大変有意義であっ
た。この機会を契機に、所属組織、行政が、現在、
どのような災害医療体制を構築しており、今、災
害が起きたとしたら、どのような活動を行うか、
また、有効な災害医療を行うには何が足りないの
かを具体的に考え、災害への備えをすることが望
まれる。

　研修会を開催するにあたり、参加いただいた
方々、ご協力いただいたファシリテーターの先生
方に、この場をお借りして厚くお礼申し上げます。

自動車保険・火災保険・積立保険・交通事故傷害

保険・医師賠償責任保険・所得補償保険・傷害保険ほか

損害保険ジャパン日本興亜株式会社  代理店
共 栄 火 災 海 上 保 険 株 式 会 社  代理店
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社保・国保審査委員連絡委員会社保・国保審査委員連絡委員会
と　き　令和 4 年 7 月 7 日（木）15：00 ～と　き　令和 4 年 7 月 7 日（木）15：00 ～
ところ　山口県医師会 6 階会議室ところ　山口県医師会 6 階会議室

[ 報告：専務理事　伊藤　真一 ]

協議
1　傷病名の整理について〔国保連合会〕
　AI 審査の先行導入が予定されている社保では、
傷病名欄に夥しい数の病名が付されたレセプト
や、古い急性期病名が整理されていないレセプト
に対する取扱いについて、審査上の基準を設けて
いるか。国保では、50 病名以上の傷病名が付さ
れたレセプトは、返戻や病名整理をする旨の文書
通知で対応している。
　

　レセプト傷病名欄の整理は必要である。旧傷病
名の整理がされていない等の事例は返戻等もやむ
を得ない。
　また、傷病名欄の記載に関する厚生労働省通知

（問答集）は以下のとおりであり、副傷病名の記
載整理の参考としていただきたい。

出席者

萬　　忠雄
城戸　研二
山下　哲男
西村　公一
名西　史夫
藤井　崇史
田中　裕子
久我　貴之
神德　　済

委員 県医師会

会 長
副 会 長
専務理事
理 事
理 事
理 事

加藤　智栄
沖中　芳彦
伊藤　真一
藤原　　崇
木村　正統
竹中　博昭

委員
土井　一輝
松谷　　朗
浴村　正治
清水　良一
村上不二夫
成松　昭夫
新田　　豊
道重　博行
湯尻　俊昭
横山雄一郎

診療報酬請求書等の記載要領等の一部改正に関する問答集
（平成 14年 3月 28日）

保険局医療課　
問 4　副傷病については、主なものについて記載することとされているが、その具体的な範囲如何。

答　副傷病として記載する範囲については、実際に行った検査・処置等の原因となる傷病のうち、他
の傷病名の記載から医学的に判断して、その発症が類推できるものについては、記載する必要はない
ものである。
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2　ジスロマック錠の算定（服用方法等）につ
いて〔支払基金〕
　ジスロマック錠 250mg の用法・用量は「成人
にはアジスロマイシンとして、500mg を 1 日 1
回、3日間合計 1.5g を経口投与する。」とある。
当該薬剤を、気管支拡張症や慢性下気道感染症に
対して認めるか、また隔日投与での投与方法を認
めるか協議願いたい。

　現行では、認めない。

3　パルスドップラー法加算の適応について
〔支払基金〕

　平成 25年 7月の社保・国保審査委員連絡委員
会において、（1）内頸動脈狭窄症の疑い（脳血
管障害、頸動脈狭窄の確定病名がない場合）に対
するパルスドップラー法加算の算定は認めない。
（2）内頸動脈狭窄症の疑い（脳梗塞あり）に対
するパルスドップラー法加算の算定は認める。と
してきた。
　今般、支払基金では「頸動脈又は内頸動脈狭窄
症（疑いを含む）に対するD215 超音波検査（断
層撮影法）（その他）のパルスドップラー法加算
の算定は、原則として認められる」として、全国
的に意見の統一が図られたことから、当該取扱い
について再度協議願いたい。
　（関連記事）「山口県医師会報」

　平成 25年 8月号・社保国保審査委員連絡委員会

　（1）の「内頸動脈狭窄症の疑い」についても
原則として認めるが、画一的な請求事例は返戻等
もあり得る。

4　肋骨骨折に対する運動器リハビリテーション
料について〔国保連合会〕
　肋骨骨折は、特掲診療料の施設基準等別表第
9-6 に掲げる運動器リハビリテーション料の対象
患者には該当しないと思われるが、算定が認めら
れるか協議願いたい。

　特掲診療料の施設基準等別表第 9-6 に掲げる
運動器リハビリテーション料の対象患者に該当せ
ず、認められない。

※以上の新たに合意されたものについては、令和
４年 9月診療分から適用する。
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令和 4 年度 郡市医師会
看護学校（院）担当理事・教務主任合同協議会

と　き　令和 4 年 6 月 9 日（木）15 ：00 ～ 16：00と　き　令和 4 年 6 月 9 日（木）15 ：00 ～ 16：00
ところ　山口県医師会 6 階大会議室ところ　山口県医師会 6 階大会議室

[ 報告 : 常任理事　沖中　芳彦 ]

開会挨拶
河村会長　令和 4年度の応募者数及び入学者数
はともに減少が続いている。その要因として少子
化の影響もあるが、大学看護学部の増設等の影響
も考えられていることから、本日は活発に情報交
換をしていただき、中身の濃い協議会になるよう
願い、挨拶とする。

協議事項
1　学校（院）の運営状況について
　令和 4年度は全 7校 10課程のうち、2校 3課
程が入学者の募集を中止されている。入学者を募
集した 7課程のうち、応募者数が定員を上回っ
たのはわずか 2課程であった。入学者が定員を
大きく下回る課程がほとんどであり、非常に厳し
い状況が続いている。各校とも対応策を毎年実施
しているが、効果が現れていない。

　看護師 3年課程・2年課程の令和 3年度卒業
者数に対する県内就業者数の割合は極めて高い。
准看護師課程卒業者は多くが進学している。
　令和 3年度卒業者の看護師国家試験の合格率
は94.9％、准看護師試験の合格率は98.5％であっ
た。

2　山口県の取り組みについて（山口県医療政策課）
　令和 4年度看護職員確保対策事業については、
図（次頁掲載）のとおり。

3　県医師会の取り組みについて
（新規事業）
　医師会立看護学校（院）の新型コロナウイルス
感染防止対策（教材・感染対策備品の購入）等へ
の支援。全課程に対し、各 30 万円を助成する。
※以下（12）のとおり。

出席者
郡市担当理事及び教務主任 山口県健康福祉部

　医療政策課玖　 珂
熊 毛 郡
吉　 南
吉 南
下 関 市
宇 部 市
宇 部 市
宇 部 市
宇 部 市
山 口 市
萩　 市
萩 市

理 事
担当理事
担当理事
教務主任
元副校長
担当理事
運営マネージャー
教務主任
教務主任
副 会 長
理 事
教務主任

木村　佳起
齋藤　良明
嘉村　哲郎
岩城　愛香
山本　　諭
藤野　　隆
安平　秀行
前田　和子
山田かおり
佐々木映子
若松　研弥
中村　幸恵

徳　 山
徳 山
防　 府
防 府
防 府
下　 松
岩 国 市
光　 市
柳　 井
長 門 市
美 祢 市

副 校 長
教務部長
学校理事
教務主任
教務主任
理 事
理 事
理 事
副 会 長
理 事
会 長

猶貞　信江
高橋　朋子
山縣　三紀
小谷美由紀
山本美恵子
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図　令和 4 年度の看護職員確保対策事業（県医療政策課作成）
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　医師会立看護学校（院）入学募集広報活動等
（オープンキャンパス開催時の助成を含む）の支
援。令和5年度に入学者を受け入れる学校に対し、
各 40万円を助成する。※以下（13）のとおり。

（1）郡市医師会看護学校（院）担当理事 ･教務主
任合同協議会の開催

（2）医師会立看護職員養成施設への助成
（3）医師会立看護学校（院）に関する基本調査
の実施

（4）医師会立看護職員養成所問題への対策
（5）中四九地区医師会看護学校協議会への出席
（6）都道府県医師会看護問題担当理事連絡協議
会への出席

（7）山口県実習指導者養成講習会受講者への助
成

（8）日本准看護師連絡協議会へ賛助会員として
の加入

（9）准看護師を対象としたスキルアップ研修会
の開催時の助成

(10) 中四九地区医師会看護学校協議会への学校 
（院）年会費の助成

（11）看護教員養成講習会の通信受講者の支援
（12）医師会立看護学校（院）の新型コロナウイ
ルス感染防止対策（教材・感染対策備品の購入）
等への支援

（13）医師会立看護学校（院）入学募集広報活動
等（オープンキャンパス開催時の助成を含む）
の支援

4　郡市医師会、看護学校（院）からの意見要望
（1）学生数の確保について
　学校存続の危機にある。応募者の減少、退学者・
留年者の増加、教員不足が続いている。

【防府看護専門学校】

　県医師会：少子化、大学看護学部の増設やコロ
ナ禍による医療従事者全体の応募者減少等も推測
されるが、医師会立看護学校（院）のさらなる統
廃合の必要性についても検討してみたい。

（2）教員確保等について
　看護教員の数がガイドラインの定数を満たすこ
とがなく、常時教員不足の状態である。ハローワー
ク等で募集しているが、なかなか入職希望者が見
つからない。また、採用しても養成講習等未受講
者が多いというのが現状である。
①看護教員希望者の人材バンク等、教員候補者の
情報が分かるシステムがあるとありがたい。
②学校や家庭の状況から、なかなか長期間県外で
受講することは難しいのが現実である。ぜひ、山
口県内での養成講習会の開催又はそれに類する研
修機会の提供をお願いしたい。

【宇部看護専門学校】

　山口県：県内での養成講習会開催については、
30 名程度の受講者が必要となることから、計画
が止まったままであるが、本年度は広島県での開
催計画があるので、是非、受講の検討を願いたい。

（3）コロナ禍での実習のあり方について
　コロナ渦での実習のあり方に苦悩している。臨
地実習はリモートだけでは十分な教育ができな
い。	 【防府看護専門学校】

　県医師会：新設が予定されている大学看護学部
でも同じ状況がある旨を伺っているが、（各学校
と）協力して改善していきたい。

（4）助成金関係
①看護学校（院）の統合に係る助成金について、
早速、検討の上、早々に助成していただき大変感
謝している。	 【宇部看護専門学校】
②生徒の確保が難しい状態だが、助成金は生徒数
が少なくても定員を満たさなくても、一定水準の
教務体制の維持が必要なので、同様に支援してい
ただきたい。	 【萩准看護学院】
③今後も助成金の継続をお願いする。

【吉南准看護学院】

　県医師会：統廃合に関しては、対象経費の概ね
1/2 を県医で助成していく。従来からの助成金に
ついては今後も確保していく予定である。
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5　その他
（1）中四九地区医師会看護学校協議会の案内に
ついて
　都城看護専門学校の担当で、8月 21 日（日）
にオンライン配信される。テーマは「地域に根差
した看護職　～多様化した人・場所・環境から経
営を考える～」である。参加費としての学校負
担金（年会費）（小規模校 30,000 円、大規模校
80,000 円）は県医師会が助成する。

（2）看護学校（院）PR の効果検証アンケートの
結果について
　令和 2年度は学校宣伝用のテレビ CMを看護
師編は徳山看護専門学校、准看護師編は宇部看
護専門学校のご協力により作成したが、それぞれ
1回のみの放映であったため、宣伝効果は 3％で
あった。ラジオCMも社会人をターゲットに出社・
帰宅時間を想定して多数放送したが、宣伝効果は
0％であった。テレビ CMを YouTube でも利用
できるようにしたが、宣伝効果は 2％といずれも
極めて低かった。
　令和 3年度は令和 2年度に作成した CMを短
時間にリメイクして回数を増やして放映したが、
効果は 3％、YouTube は 2％の効果に過ぎなかっ
た。

　いずれの年度も、宣伝効果の高いものは「学校
（院）のホームページ」、「出身校からの紹介」、「先
輩からの紹介」であった。

（3）令和５年度生徒募集ポスターについて
　例年どおり準備するので利用願いたい。

（4）その他
①再利用可能（約 50回の洗濯が可能）なガウン
をある企業から無償で提供していただけることに
なったため、実物を展示し、注文を受け付けた。
②下関看護専門学校の山本　論 元副校長に、入
学生募集停止後の状況について説明していただい
た。
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令和 4 年度
都道府県医師会勤務医担当理事連絡協議会

と　き　令和 4 年 5 月 27 日（金）14：00 ～ 16：00と　き　令和 4 年 5 月 27 日（金）14：00 ～ 16：00
ところ　Web 会議ところ　Web 会議

[ 報告 : 常任理事　中村　　洋 ]

会長挨拶
日本医師会長　中川俊男　医師の働き方改革につ
いては、日医は本年 4月に医療機関勤務環境評
価センターの指定を受けたが、今後ともコロナの
状況を踏まえ、医師の健康への配慮と地域医療の
両立性を図るべくしっかりと取り組む。
　もう一つの課題である勤務医の意見集約につい
て、勤務医委員会への諮問をお願いし、去る 5月
12日に答申書をいただいたところである。勤務医
の意見要望は必ずしも方向性を同じくするもので
ないが、それら多くの意見を汲み取る仕組みが日
医には必要であるとの提言がなされている。本提
言を真摯に受け止め、引き続き、さまざまな勤務
医の先生方のご意見等を幅広くお伺いする。

全国医師会勤務医部会連絡協議会について
　令和４年度担当医師会である愛知県医師会の浦
田理事より、標記連絡協議会の開催について説明
があった。全国から多くの先生方が集まり、活発
な議論が行われることに期待感を示された。
　開 催 日　令和４年 10月 15日（土）10：00～
　開催場所　ANAクラウンプラザホテル
　　　　　　　　　　　グランコート名古屋
　メインテーマ　「医療新時代を切り開く勤務医

の矜持～コロナを克（こ）えて～」

協議
（1）コロナ禍での勤務医の働く環境課題の整理

と、今後のポストコロナ・ウィズコロナ時代を
見据えた勤務医の働き方改革
香川県医師会副会長／日本医師会勤務医委員会委員／

香川県済生会病院院長　若林　久男
　ポストコロナ・ウィズコロナ時代を見据えた勤
務医の働き方を考察するにあたり、これまでの厚

労省等の資料からコロナ禍前の医療環境について
再確認するとともに、コロナ禍で病院勤務医の医
療現場で何を経験し、何が課題であったかを振り
返り、その混乱の中で得られた議論や作り上げた
システムを加えた現在の医療体制を検証する。
　コロナ禍で作り上げた現在の体制は、勤務医
の働く環境に大きく影響を及ぼしている。勤務医
が主役である医師の働き方改革や地域医療構想な
ど、現在進行中の医療制度改革の方向性を踏まえ
て、ポストコロナ・ウィズコロナ時代の勤務医の
働く環境について展望する。

　コロナ禍を含めた災害の特性について、今回の
新型コロナウイルス感染者は一国内で均一分布を
しながら発生するのではなく、地域的不均一性を
もって現象した。また、地域ごとの産業や社会構
造の特性により被害の出方が違った。一国レベル
での地域的不均等性の下層に都道府県内での地域
的不均等性があり、さらにその下層に位置する市
町村の内部にも不均等性があった。
　すなわち、勤務医についても所属する病院の地域
性や地域での機能、同じ病院でも診療科や職位・役
割により今回のコロナ禍での負担や課題が異なる。
　コロナ禍前の日本の医療の方向性は、2019 年
4月の第 66 回社会保障審議会医療部会の資料に
よると、コロナ禍以前からわが国の医療提供体制
は、地域における機能分化・連携が進んでいない
多くの病院がいくつもの機能を持つために、医療
資源が分散し非効率となり、医療の質の担保が難
しく、また、勤務医が極めて多忙で、健康・生命
に不安が生じており、医療現場の疲弊が医療安全
の面でも課題である。地域、診療科において、医
療従事者の配置に極めて大きな偏在があることが
指摘された。
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　2040 年の医療提供体制の構築に向けて、地
域医療構想の実現（2025 年まで）、医師の働き
方改革（医師の時間外労働に対する上限規制は
2024 年～）、医師偏在対策（偏在是正の目標年：
2036 年）を三位一体改革として推進する方向性
が示された。そして、進まない地域医療構想会
議に業を煮やし、2019年９月26日に公立 ･公的
424 病院が公表され、大変物議をかもした。
　確かに病院の役割や立ち位置の再興を促される
ことになったが、このような医療施策の取組み進
行中に新型コロナウイルス感染症が発表された。
2020 年 1 月 28 日、北海道で初めて新型コロナ
ウイルス患者が確認され、2月 3日、ダイヤモン
ドプリンセス号の検疫開始というところが初めで
あったが、大きな災害としての新型コロナウイル
ス感染症の対応を求められることになった。
　新型コロナウイルス感染症の対応で多数の圧倒
的な不足に直面した。新しいウイルスはどのよう
なものなのか、どのように対応すればよいか、治
療法は何なのか全く情報がない。未知の相手にた
だ、不安と混乱があった。マスク、PPE（個人防
護服）、検査キットが不足し、ごみ袋から PPE を
手作りし、マスクの再利用なども行われた。また、
特に地方では感染症に対応できる人材が少なく、
PPE の着脱にさえ精通したものが少なかった。中
小病院では呼吸器内科医や対応する医療者の頭数
自体が足りず人材が不足した。そして、そもそも
病院の構造が感染症対応になっておらず、コロナ
患者を受け入れるスペースがなく、ゾーニングも
できない、陰圧装置もないという構造上の問題が
あった。
　その後は、国や地方行政からさまざまな形での
補助金の支援が開始され、病院の機能や構造を整
えるとともに、物資の供給にも目処がついてきた。
コロナ診療にあたる医療従事者への手当部分につ
いても配慮ができるようになり、短期間のうちに
現在に至る病院の体制整備がなされた。
　感染症に対する対応の情報は、行政・日医・さ
まざまな学会からの情報、臨床経験のある先生方
のお話、あるいは時にはマスコミ報道の情報など、
断片的でもとにかく可能な限り情報を集めて対応
し、勉強してきた。

　地域や病院内でも日医からの情報などを基にい
ろいろな研修会・勉強会を開催し、情報の収集と
提供に尽力してきた。当初の圧倒的な不足から、
とにかくいろいろなものや情報をかき集めながら
現在のハード・ソフトの両面から医療提供体制を
なんとか形作ってきたが、今後も当面の間、機能
しなければいけない、もしくは半永続的になって
きたようにも思える。
　そして、地域の中でも大きな混乱に直面した。
保健所を中心とする行政の過重な負担はご存じの
とおりであるが、地域の中で患者さんの差配など、
どこがコントロールタワーなのかが不明確であっ
た。動静が全くとれず、隣の病院ですら何をして
いるのかわからないなど、地域の中での情報のや
りとりが全くできず、役割分担もできなかった。
そして、日々変わっていく対応方針に右往左往し
ていた。また、役割分担ができていないため、患
者さんが集中する医療機関では一般診療や救急車
の受け入れ制限等を経験した。
　当初は G-MIS や HER-SYS 等の行政からのシス
テムには混乱を伴った。こうした混乱の中、全国
各地域で行政と医療機関、在宅や療養施設を含む
情報の IT ネットワークが構築され、既存のシス
テムを使用するところもあれば新しく使いやすい
システムを導入するところもあった。そして、コ
ロナ医療において、地域での行政と病院同士の見
える化が進み、病院の役割分担が明確にされた。
それまで曖昧であった医療連携や病院の地域の役
割分担が、コロナ対応については急速に形づくら
れ、現在も全国各地で機能しているところである。
　しかし、地域によっては患者数の急増など、ど
うしても対応が難しく、入院できずに自宅で亡く
なられる患者さんが相次いだことから、医療崩壊
という言葉が声高に使われるようになり、マスコ
ミを中心に取り上げられた。すなわち、病床数が
世界一多く、比較的感染者数が少ない日本で、な
ぜ、病床逼迫や医療崩壊という事態になったのか、
さまざまな分析や議論がなされた。そもそも医療
提供体制が異なるので、病床の定義も異なる日本
の一般病床には、本来の急性期病床以外の回復期
や慢性的機能の病床もカウントされているため、
病床数の単純な国際比較はできない。
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　また、実際にコロナ患者さんを受け入れている
公立・公的等・民間別の分析、病床規模ごとの分析、
地域ごとの解析も行われた。民間病院が矢面に立
たされたことなど記憶に新しいところである。
　そうした解析の結果、日本の医療提供体制は実
態として、医療機能の役割分担との連携の不備に
より医療機能は分散し、病床当たりの医師数が少
なく、一人の医師が多くの病床を担当することで
医師の負担が過重となり、診療密度も低くなる。
これらは、コロナ前から指摘された日本の医療の
構造的課題を再度浮彫りにするものであった。
　さて、医療者をめぐる課題として、風評被害や
差別の経験、特定の病院や診療科の医師・看護師
の負担の偏重から疲弊やメンタル失調、バーンア
ウトが問題となった。負担の偏重については、患
者さんの増加に伴い、その他の診療科への協力
の依頼など、各病院で工夫されてきたが、感染力
の強い相手だけに、誰でもというわけにはいかな
かった。また、医療スタッフの元々の不足に加え、
オミクロン株では職員の出勤ができないという医
療機能の低下などを経験し、職員の確保が課題と
なった。
　バーンアウトをはじめとするメンタル失調につ
いては、昨年の本協議会で東京都保険医療公社荏
原病院の木村先生は、当時、重点医療機関の勤務
医は多重なストレスがかかっており、バーンアウ
トの尺度が上昇していることを指摘された。また、
聖路加国際病院の松尾先生は、当時のコロナ診療
にあたる医師のバーンアウトの有病率は 31％で
あると発表された。もちろん、社会的影響の大き
いコロナ診療におけるストレスは、通常の過重な
時間外労働におけるストレスとは質的にも全く異
なるとは思うが、今後取組む医師の働き方改革の
中での過重労働医師にもこうしたバーンアウトが
みられることが知られており、今回の経験が今後
の参考になる。
　実際、勤務医の時間外労働時間がどうなったの
か、平成 28年の調査と令和元年の調査を対比す
ると、1,860 時間を超えると推定される医師がい
る時間外の割合は減少し、労働時間の短縮が図ら
れていることが分かる。
　また昨年、慶應義塾大学の裵先生が公表した医

師の働き方改革の地域医療への影響に関する調査
報告では、医師たちの主観ではあるが、特に、新
型コロナウイルス感染症の影響で仕事量が増えた
と感じる連携 B水準、B水準、C水準の医師が、
一定の頻度でいることが推察された。また、別の
解析では、第３波の折には、調査した大学病院の
勤務医の 10.5％～ 23.3％の医師が、1,860 時間
を超えた時間外労働に従事したとの報告がなされ
ている。
　ただ、コロナ禍では患者さんの受診抑制という
特異な現象を引き起こした。病院の入院患者数は
コロナ禍で減少し、未だにその数字はコロナ前に
は戻っていない。したがって、コロナ禍で特定の
病院や診療科の先生たちには過重な負担がかかっ
てきた一方で、受診抑制等でそれほど負担が増え
ていない診療科もあり、少しデコボコ感があるこ
とが分かる。全体としての評価が大変難しいとこ
ろがあり、今後の検証が必要である。
　そして、コロナ禍を契機とした IT 活用の急速な
進展は世界を変えた。医療の世界でも IT を活用し
た地域での多職種ミーティングや会議、学会、研
修会もほとんどがWeb 参加の併用となった。院
内の会議でさえWeb 参加ができる時代となり、AI
の活用なども含めた IT の活用の進展は、勤務医の
働く環境にも大きく影響を及ぼした。この動きは
今後もさらに進展し、同時に患者さんの医療に対
する価値観も大きく変わっていくと考えられる。
　まだコロナが収束しているわけではないが、既
に医療行政は、新しい方向性を目指して再び動き
出している。
　現在、第 8次医療計画策定に向けての議論が
動き始めており、感染対策を加えた 5疾患 6事
業となることはご存じのことであろう。第 8次
医療計画の策定を進める方向性において、コロナ
によるところの地域医療の課題、すなわち医療機
能の分化や、地域連携の重要性、適切な役割分担
の重要性が明らかになったことを踏まえ、コロナ
感染症対応とともに、質の高い効率的、効果的な
医療提携体制の構築が重要であること、一方で人
口減少、高齢化は着実に進むため、医師の働き方
改革とともに地域医療構想の着実な推進が必要で
あると謳われている。
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　地域医療構想の中長期的な取組みとして、病床
削減を含めた医療の効率化を目指す地域医療構想
と、短期的に医療需要が増す感染対応の折り合い
が難しいと言われている。感染拡大時に必要なス
ペース、物資を平時にどのように確保するかが課
題となる。
　次の感染拡大に向けた安心確保のための取組み
の一つとして、令和 3年 11月に示された新型コ
ロナウイルス感染症対策本部の資料では、病床の
確保や臨時の医療施設を整備するとともに医療人
材の確保や配置調整を担う体制の確保が謳われて
おり、機動的な人材の配置の可能性が期待され、
現在、活動が始まっている。
　また、これまでの感染拡大時の対応として、令
和 2年 11月に示された第 28回地域医療構想に関
するワーキンググループの資料によると、新型コ
ロナウイルス感染症の病床確保にあたり、感染状
況に応じて、新型コロナウイルス感染症以外の通
常医療の稼働病床を一時的に休止し、感染防止の
ためのゾーニングの実施やマンパワー配置の工夫
により、新型コロナ病床に転用するとともに、臨
時の医療施設等を活用することで対応が行われた。
　すなわち、感染拡大時には一般病床を削り、対
応病床を増加することが、今後の医療計画の中で、
機動的な病床運用として推奨されていくのかもし
れない。
　つまり、平時と非常時対応の両立のスイッチの
入れ替えが期待されるが、いずれの場合において
も、病院の機能分化と連携がますます求められる
ことは間違いない。連携に伴い、病床数や病院数
のスリム化を進める方向であった地域医療構想と
病床や人員の余力を求められる感染対策との両立
が課題である。
　平時から余力を見ておく余裕は実際難しいの
で、おそらく行政の司令塔機能の強化の下に、ス
イッチの入れ替えが求められる。対応の両立には、
病院や地域は病床の機動的な運用や人材の流動的
配置が求められる。その場合、感染症以外の一般
診療への配慮も必要であり、感染対応以外の勤務
医の働く環境にも大きく影響を及ぼす。
　また一方で、医師養成課程を通じた医師の偏
在対策については、大学医学部入学時の地域枠の

設定、卒後臨床研修・応募時の対策、新専門医制
度のシーリングなどの偏在対策が進められてきた
が、医師の偏在解消の目標設定が 2036 年と言わ
れる中、地方の現場では医師の偏在の是正が進み、
医師が増えてきているという実感は全くない。
　日本専門医機構が今年 2月に発表した 2022
年専攻医募集数の採用数では、いわゆるメジャー
といわれる内科と外科の採用数が減少に転じた
ことが報告され話題となった。シーリング等の制
度、手段を使用してもなかなか偏在対策は実際難
しく、今後の動向が気になるところである。
　今後のウィズコロナもしくはポストコロナ時代
の勤務医の働き方改革にも関係してくる課題とし
て、コロナ禍で作り上げてきた連携システムを地
域の一般的に診療における病院機能の分化と連携
にどのように活用していくか、医師の地域や専門
性の偏在がさらに浮き彫りになった医師の地域・
専門性の偏在の解消、急速に進んだ IT のさらな
る推進、特に地方における患者の受診抑制による
減少の対応が挙げられる。

まとめ
　コロナ禍を経験し、今後も対応の継続が求めら
れる現状で、医師の働き方改革や地域医療構想が
進められる。医師の偏在対策の効果もまだ見えず、
地方では医師が不足している。コロナ禍の収束が
全く見通せない中、今後、病院の機能分化や役割
分担がさらに進められると考えられ、その病院の
役割や地域性、もしくは診療科や病院内での立場
に応じて、勤務医の働き方における課題は現在よ
りも、より多様になってくると考えられる。

（2）全国における勤務医の意見集約に望まれる
こと～全国 8 医師会ブロックにおける議論の活
性化への提言～

　　鳥取県医師会会長／
日本医師会勤務医委員会委員長　渡辺　　憲

　今から約 30 年前の 1992 年、それまで 30％台
だった日医の全会員における勤務医会員の構成比
率は 40.9％と初めて 40％台に達し、その後、急
速な増加がみられ、10年後の 2002 年には 47.4％
まで増加した。その後、15年間は横ばいから僅か
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ずつの増加にとどまっていたが、2017 年以降、再
び増加に転じ、2020 年に 50.1％と初めて過半数
に達し、2021 年には 50.4％へ増加した。さらに、
都道府県医師会においては、勤務医の比率が 60％
を超える道県は 12を数えるに至っている。
　令和 2年 2月に始まった新型コロナウイルス
感染症の全国での急激な拡大は、全国各地の医療
機関における病床の逼迫、医療崩壊が危惧される
ほどの医療機関への大きな圧迫をもたらし、一時
期、多くの勤務医の疲弊が限界に達していた。こ
の状況について、昨年の本協議会において、今
期の日医勤務医委員会の宮田　剛 委員及び木村
百合香 委員から、それぞれ岩手県及び東京都の
状況について報告があった。また、医療法の改正
に伴う医師の働き方改革の着実な推進は、今後２
年弱の間に医療現場に求められる変革の方向性を
はっきりと示している。
　また、平成 30年にスタートした新たな専門医制
度は、国民から信頼される専門育成を目指した本
来の目的とは別に医師の地域及び診療科における
偏在を抑える仕組みが加わり、新たに専門医を目
指す若い医師にとって多くの課題が出現している。
　以上のように、勤務医を取り巻く多くの喫緊の
課題について、勤務の幅広い立場で議論を行い、
提言を行うことがかつてないほどに重要となって
いる。すなわち、勤務医の課題は、医療の根幹に
かかわる大きなテーマとしてクローズアップされ
ており、さらには医師会が勤務医と協働の下で取
り組むべき、社会的にも極めてインパクトの大き
なテーマとなっている。
　各都道府県医師会及び郡市区等医師会の多くに
勤務医部会・委員会が設けられているが、その中
で、喫緊の課題等の情報共有及び課題解決につい
ての議論が活発になされていることと拝察する。
全国における勤務医委員会の活動については直近
で、北海道医師会、福岡県医師会、岩手県医師会
の報告書が届いており、その他多くの都道府県医
師会・郡市区等医師会での委員会活動の結果が報
告書等の形で医師会会務に反映されている。
　一方で、従来、都道府県医師会及び郡市区等医
師会の勤務医委員会における意見・提言が日医の
医療政策に繋がるルートがやや細かったのではな

いかとも感じる。毎年開催される都道府県医師会
勤務医担当理事連絡協議会、全国医師会勤務医部
会連絡協議会、日本医師会勤務医委員会等を通じ
て、全国の勤務医の声を把握し、集約する努力が
なされてきたが、勤務医のもつ課題の多様さ、奥
の深さに十分に対応しきれていなかったのが現状
である。
　さらに、勤務医の意見の集約に際しては、年
代・性別・勤務先における職責など立場の異なる
勤務医が存在し、意見も一様でないことも少なく
ないことから、勤務医部会・委員会委員の構成の
工夫が必要である。また、北海道医師会のように
若手勤務医小委員会を勤務医委員会の下に設置す
るのも一法である。若手勤務医や多様な立場の勤
務医が医師会活動に早くから参画することは将来
の医師会及び地域医療を牽引していくリーダーの
発掘・育成に繋がる。
　次に、都道府県医師会、郡市区等医師会の勤
務医部会、委員会で幅広い意見を集約し、それぞ
れ医師会の会務に繋げるとともに日本医師会代議
員会、日本医師会勤務医委員会、全国医師会勤務
医部会連絡協議会等で、ぜひ提言して繋げていき
たいが、残念ながら会議の時間的な制約、会議の
目的のミスマッチなどから議題選択の双方向のコ
ミュニケーションが十分に行われるに至っていな
い。これらの課題については、今期の勤務医委員
会で協議された勤務医の声をより効果的に日医の
医療政策へ反映させるために、令和 3年 4月 20
日号の日医ニュース「勤務医のページ」で日本医
師会、都道府県医師会との勤務医活動との有機的
連携における当勤務医委員会の役割として提言を
行った。
　すなわち、都道府県医師会及び郡市区等医師会、
勤務医部会委員会で議論し、ブラッシュアップし
た提言等、より地域の特性を反映した形でさらに
議論を深め、集約して日医に届けるしくみとして、
現在、全国の８医師会ブロックにまとまって運営
されている医師会ブロック又は医師会連合に、勤
務医を取り巻く医療環境の課題を継続的に協議す
る役割を持つ勤務医部会又は委員会をぜひ設置し
ていただきたい。
　ここで話し合った内容を集約して日医へ届け
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ること、さらに日医から提起された課題について
協議し、日医へ返すことで、日医における幅広い
医療政策に繋がることが期待される。同時に各ブ
ロックで協議した内容は各都道府県に持ち帰っ
て、地元の会務にも大いに貢献できる。このよう
な形で双方向にコミュニケーションを深めること
が重要と考える。
　一方、各ブロックからの提言を日医において集
約する受け皿として、全国 8医師会ブロックを
統括する新たな組織を立ち上げる可能性もある
が、それよりもむしろ、現在既存の日本医師会
勤務医委員会の役割を拡張することが現実的であ
る。すなわち、当勤務医委員会は、従来の会長諮
問について、２年間の幅広い協議のうえ答申書を
作成し、日医の会務に繋げる従来の役割とともに
全国各ブロックの議論を当該ブロック推薦の委員
を通じて当勤務医委員会等に持ち寄り、総合的に
協議を行うことで、各地域における勤務医の意見
を幅広く集約して、迅速に日医の会務へ繋ぐ役割
を担ってもらうことを提案する。
　これまで述べてきた全国の勤務医の意見集約を
行うプロセスのなかで、全国 8医師会ブロック
の役割を重視する考えは、かつて日本医師会勤務
医委員会でも議論されていた。
　平成 26 年度及び 27 年度日本医師会勤務医委
員会の答申において、「勤務医の意見を医師会会
務に反映させるため、各都道府県医師会で勤務医
の意見を集約し、それを各ブロック医師会、日本
医師会に上げていく仕組み（フレームワーク）作
り」の議論がなされ、フレームワーク構築と全国
８ブロックにおける体制作りを検討するため、先
進事例として中部ブロック（中部医師会連合）に
おける勤務医特別委員会の活動が紹介され、短期
的にモデルとなるブロックを全国に３～４か所設
定し、日本医師会勤務医委員会が支援すること、
さらに中期的にはすべてのブロックでのフレーム
ワーク構築を目指すことが提案された。
　平成 28年度に開催された都道府県医師会勤務
医担当理事連絡協議会において、日本医師会勤務
医委員会の泉 委員長より次の具体的指針が提案
されている。
　全国８医師会ブロックにおいて、フレームワー

クが広がった後、「勤務医の意見等を吸いあげる
ためのフレームワーク」としてブロック代表者会
議を設置する提言がなされている。その先進事例
として、中部ブロック（中部医師会連合）の勤務
医特別委員会の設立の経緯と活動内容が具体的に
報告された。ただし、中部ブロックの勤務医特別
委員会の設立は平成 27 年度、28 年度で終了と
なり残念ながら全国に大きく広がるまでには至っ
ていない。
　現在、全国 8医師会ブロックにおける勤務医
部会や委員会の設置状況（令和 4年 4月 30 日）
は次のとおりである。北海道ブロック（北海道
医師会）は昭和 61年 11月に勤務医部会を設置、
平成 29年に部会内に若手医師専門委員会が設置
されている。東京ブロック（東京都医師会）は、
部会や委員会は未設置であるが、その他の関連常
設委員会で勤務医における議題を協議している。
部会・委員会を設置していないブロックは、東北
ブロック（東北医師会連合会）、関東甲信越ブロッ
ク（関東甲信越ブロック医師会）、近畿ブロック（近
畿医師会連合）、九州ブロック（九州医師会連合会）
の 4つである。中国四国ブロック（中国四国医
師会連合）については、平成 28年の各ブロック
立ち上げの議論から、中国四国医師会連合総会で
の勤務医特別委員会（仮称）の提案があり、中国
四国医師会連合常任委員会において勤務医委員会
規約の制定を経て、令和元年 9月に設立された。
　全国各ブロックにおいて、今一度、勤務医部会・
委員会の設立についてご協議いただきたい。
　日本医師会勤務医委員会は、全国８医師会ブ
ロックにおける勤務医の意見集約の受け皿になる
ことで、日医及び都道府県医師会双方への「変化
の触媒」となることができ、ひいては、勤務医全
体のエンパワメントに資することができると考え
られる。

　その後の意見交換では、医師の働き方改革など
大きな課題について、全国 8医師会ブロックで
ディスカッションできる場所を設けてほしい、日
本医師会代議員会への勤務医登用促進を求めると
いった意見があった。
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令和 4 年度
郡市医師会成人 ･ 高齢者保健担当理事協議会

と　き　令和 4 年 6 月 30 日（木）15 ：00 ～と　き　令和 4 年 6 月 30 日（木）15 ：00 ～
ところ　山口県医師会 6 階 会議室ところ　山口県医師会 6 階 会議室

[ 報告 : 常任理事　上野　雄史 ]

　本協議会は、各郡市医師会成人・高齢者保健担
当理事、山口県医師会、山口県健康福祉部医療政
策課、健康増進課の担当職員が一堂に会し、山口
県及び山口県医師会の成人保健事業の前年度の進
捗状況、本年度の事業内容を報告し、情報交換、
意見交換を行うことを目的とし、毎年定期的に開
催している協議会である。

会長挨拶
加藤会長　本日の協議会では、5疾病 5事業のう
ち精神疾患を除く疾病及び、肝炎、風疹、健康教
育等、広範な医療の領域にわたりご協議いただく。
県民の健康を守るためしっかり議論してほしい。
7月 14 日、県医師会は子宮頸がん予防の HPV
ワクチンに関し記者会見を行う。そのような新た
な取り組みに対しても皆さんのご意見、アイディ
アをいただきたい。

報告・協議事項
１　アレルギー疾患対策について

県健康増進課精神・難病班　県では「山口県アレ
ルギー疾患医療連絡協議会」を設置し、アレルギー
疾患対策を行っている。本県の患者数に対して、
アレルギー専門医や小児アレルギーエデュケー
ターが少ない、居住する地域の医療機関の情報が
不足しているといった問題があった。それに対応
するため、令和 3年 1月、「アレルギー疾患医療
認定制度」を創設、11月に「やまぐちアレルギー
ポータル」というサイトを開設し、認定した医療
従事者の情報を載せている。今年度は同サイトで、
医療従事者向け研修のオンデマンド配信の実施を
予定している。

2　働く世代の健康づくり対策について
（1）地域・職域連携推進事業について

県健康増進課健康づくり班　働く世代の生活習慣
病を予防し、高齢者になっても認知症や寝たきり
にならない状態で自立して生活できる健康長寿社
会づくり推進を目的に本事業を行っている。県、
健康福祉センターが実施主体で、地域・職域連携
推進委員会を開催し、職域における生活習慣病対
策の推進、圏域の健康課題に対応する保健事業（特
定健診・特定保健指導）、がん対策、受動喫煙問題、
メンタルヘルス対策の推進を行っている。山口県
では特定健診の実施率が低い。保険者別では、市
町村国保の実施率が低く、被扶養者の実施率も低
い。それらに対しての取り組みも必要である。健
診の必要性の啓発に努めていく。

（2）循環器病対策について
県健康増進課健康づくり班　本県の循環器病（脳
卒中、心疾患）は、全死因中の 25％を占め、死
亡率が全国平均を上回る状況を踏まえ、循環器病
対策として「山口県脳卒中・心臓病その他の循環
器病対策推進計画」を本年 3月に策定した。循
環器病の予防や正しい知識の普及啓発、保健・医
療及び福祉に係るサービス提供体制を充実し、循
環器病の年齢調整死亡率の減少、健康寿命の延伸
を目指す。県民に対し、脳卒中、心疾患の予防や
正しい知識の普及啓発、多職種医療連携体制の充
実を行う。県民向けのフォーラムも開催予定。

3　肝炎対策について
（1）肝がん・重度肝硬変特別促進事業について

県健康増進課健康づくり班　Ｂ型肝炎ウイルス又
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はＣ型肝炎ウイルスを原因とする肝がんや重度肝
硬変の治療の研究を促進するとともに、患者の経
済的負担を軽減するため、肝がんや重度肝硬変の
入院医療費に対する助成制度を平成 30 年 12 月
から開始している。令和 3年 4月から制度の見直
しにより、以下の 2点が変更になった。肝がん・
重度肝硬変の医療費の自己負担額については、過
去 1年間で高額療養費の限度額を超えた月が 4
月以上必要だったが、3月以上に緩和された。肝
がんの分子標的薬を用いた化学療法・肝動注化学
療法については、入院治療だけでなく通院治療も…
助成対象になった。本事業による公費の助成を受
けられる医療機関は令和 4年 4月 1日現在で 25
医療機関を指定している。助成期間は 1年間で
あるが、新型コロナウイルス流行に伴い、令和 2
年 3 月 1 日から令和 3年 2 月 28 日までの方は
有効期間を 1年間延長した。現在は通常通りの
助成期間。申請・届出は郵送で可、令和 3年 1
月より押印も不要としている。交付件数は令和 3
年度 30件、平成 30年度以降、総数 96件。

（2）肝炎治療特別促進事業について
県健康増進課健康づくり班　国内最大級の感染症
である B型・C型ウイルス性肝炎の治療費が高額
で治療開始を妨げる要因となっていること等を踏

まえて、平成 20 年度から助成制度を開始した。
受給者証交付件数はインターフェロンフリー治療
が平成 26年度から助成対象となって以降、平成
27 年度をピークにその後減少傾向にある。核酸
アナログ製剤治療に対しての交付件数については
ここ数年、1,000 件程度で推移しており、令和 3
年度の受給者証交付件数は 1,163 件となってい
る。
　なお、新型コロナウイルス感染症の対応に伴う
変更は、肝がん・重度肝硬変特別促進事業と同様
である。

（3）肝炎ウイルス検査事業について
県健康増進課感染症班　B 型・C型肝炎ウイルス
の感染の早期発見・早期治療につなげるため、健
康福祉センターや医療機関での無料の肝炎ウイル
ス検査を平成 20年度以降実施している。昨年度
より大きな変更はない。受診者は、過去に検査を
受けたことがない者を対象としているため、年々
受診者数は減少。受診促進のため、県広報誌、県
政番組、ラジオ CM放送の実施を予定している。
陽性者フォローアップ事業は、肝炎ウイルス検査
により把握した肝炎ウイルス陽性者等の早期治療
につなげ、ウイルス性肝炎患者等の重症化予防を
図るため、陽性者等へ、初回精密検査や定期検査
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の受診を個別に勧奨するとともに、それら検査費
用の助成を行うものである。令和 2年度から初
回精密検査費用助成の対象者について、県や市町
の肝炎ウイルス検査、職域の肝炎ウイルス検査の
陽性者に加え、妊婦健康診査や手術前検査で陽性
と判定された者を追加している。

4　風しんに関する事業について
（1）風しん検査事業について

県健康増進課感染症班　本事業は妊娠を希望する
女性等の中で風しんの免疫がない方に風しんワク
チン接種を促進することを主な目的に実施してい
る。実施方法は、医療機関や健康福祉センターで
風しん抗体検査を実施し、抗体価が低い方に対し、
風しんの予防接種を受けることを促す。対象者
は、県内に居住し、①妊娠を希望する女性、②妊
娠を希望する女性又は妊娠を希望する女性の配偶
者、③妊娠中の女性の同居者で、過去に風しん抗
体検査・接種歴・既往歴がない方である。風しん
第 5期定期接種の対象となる、昭和 37年 4月 2
日から昭和54年4月1日の間に生まれた男性は、
市町で実施する抗体検査が活用できるため、本事
業の対象からは除く。受検者数は事業開始の平成
31 年度は 600 人程度、それ以降は毎年 300 人
程度である。

（2）風しんの追加的対策について
上野　国は、風しんの予防接種を受ける公的な機
会がなく、抗体保有率の低い昭和 37年（1962 年）
4 月 2 日～昭和 54 年（1979 年）4 月 1 日生ま
れの男性を対象に、2019 年 4 月 1日から 2022
年 3月 31日までの 3年間、抗体検査で抗体価が
陰性だった方に無料で予防接種を実施したが、新
型コロナウイルス感染症に伴う受診控えや健診の
実施時期の見直し等に鑑み、2025 年 3 月 31 日
まで実施期間を延長することとした。日本医師会
と全国知事会の集合契約が締結されており、県内
では約 640 医療機関が契約している。新たに抗
体検査と予防接種を実施される場合や、実施機関
の届出内容に変更がある場合は、郡市医師会を通
じて県医師会に委任状の提出をお願いする。
　実施内容は、国が医療機関・健診機関向け手引

きを作成しており、具体的な手順等が記載されて
いる。クーポン券は令和 4年 3月末に抗体検査
未受検者の対象者に対し再発行されている。

５　がん対策について
（1）休日及び平日夜間がん検診体制整備支援事

業について
県医療政策課　本県ではがん検診の受診率が低
い。県民ががん検診を受診しやすい環境を整備す
るために、また、仕事などの関係でなかなか平日
の受診が難しいという方の受診を促すため、休日
や平日夜間に検診できるように支援することが目
的である。県と県医師会が委託契約し、例年 70
前後の医療機関にご協力いただき、500 名程度
の受診者がいる。

上野　今年度は既に（6月 30 日現在）各郡市医
師会へ協力依頼を送付し、募集も締め切っている。
今後、医療機関と実施日を調整する。
　昨年度の実績で受診者数が 0の医療機関もあ
る。せっかくご協力のうえ出務いただいているの
で、何が原因かわからないが、さらに、広報活
動をしていただきたいとの加藤会長からの要望が
あった。県も実施 0の医療機関があったことを
認識しており、広報等、検討するとの回答があっ
た。

（2）胃内視鏡検診研修会について
県医療政策課　本研修会は、国の指針を踏まえ、
市町における胃がん検診の胃内視鏡検査を実施す
る医師を対象に、実施する場合の留意点や偶発症
対策に係る研修を実施することにより、胃内視鏡
検査の実施に当たり適切な体制を構築することを
目的としている。

上野　本研修会は平成 28度から県の委託を受け
て実施している。令和 2年度は新型コロナウイ
ルス感染症により、開催中止し、昨年度はWeb
で開催した。今年度の開催については現在（6月
30日）調整中である。
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（3）緩和ケア研修会について
県医療政策課　緩和ケア研修会については、国（国
立がん研究センター）等が実施する緩和ケア指導
者研修を修了した医師を講師として、県内のがん
診療に携わるすべての医師に対し、緩和ケアにつ
いての基本的な知識を習得させるための研修を行
うものである。

上野　本会では県の委託を受けて、平成 20年度
から研修会を実施しており、平成 30 年度から
は、受講者が事前に e-learning を受講した上で、
1日の集合研修を受講する形式としている。令和
2年度及び令和 3年度は新型コロナウイルス感染
症の蔓延防止のため、開催を中止した。今年度は
12 月 18 日（日）を予定している。7月中に郡
市医師会に開催案内を送付予定である。

中村副会長　昨年度、Web での開催も検討した
が、ロールプレイがあるのでWeb 開催は難しい
と判断した。今年度は新型コロナウイルス感染症
の蔓延状況により、研修会当日朝、すべての研修
会参加者に抗原検査を行うことなども検討してい
る。

（4）誘ってがん検診キャンペーン事業及びアピ
アランスケア推進事業について
県医療政策課　誘ってがん検診キャンペーン推進
事業は家族や職場の仲間・友人を誘って検診を受
けていただき、応募したペアに特産品等を贈呈す
るキャンペーンを令和元年度から実施している。
今年度はテレビＣＭも実施し広く周知を図る。
　アピアランスケア推進事業は令和元年度から実
施しており、がん治療に伴い、医療用ウイッグ、
ケア帽子などのアピアランスケア用品を購入した
場合、購入額の 1/2、上限 3万円を助成してい
る。毎月 30件ほど助成の申請がある。昨年度は
約 300 件、今年度はそれを上回るペースで助成
の申請が上っている。

（5）妊よう性温存治療費助成事業について
県医療政策課　本事業は若い世代のがん患者が将
来、妊娠、出産に希望をもってがん治療に取り組

めるよう、がん治療開始前に行う生殖機能（妊よ
う性）温存治療に係る費用の一部を助成するもの
である。今までは対象となる治療は妊よう性温存
療法のみであったが、今年度から温存後生殖補助
医療も助成対象となった。令和 3年度は 10件の
助成実績があった。
　その他の取り組みとして、例年行っている、や
まぐちピンクリボン月間における県内施設のピン
クライトアップをなるべくマスコミにも取り上げ
ていただくよう PRを行う。また、がん検診の受
診率向上を目的とし、がん検診等事業所実態調査
を行う。

６　糖尿病対策について
（1）糖尿病性腎症重症化予防の取組について

県医務保険課　平成 28年に国が「糖尿病性腎症
重症化予防プログラム」を公表したことを受け、
翌 29年に山口県、山口県医師会、山口県糖尿病
対策推進委員会の三者で山口県版プログラムを策
定。市町国保が、保健事業として糖尿病性腎症の
重症化に取り組む際の標準的な内容を規定してい
る。令和 3年 10 月現在、受診勧奨に 17 市町、
保健指導に 14市町が取り組んでいる。
　また、糖尿病性腎症受診勧奨事業は、小規模自
治体の支援、受診勧奨効果の底上げを目的に令和
2年度から実施している。また、市町専門職員に
対するスキルアップ研修として e-learning を中心
に研修を実施している。

（2）糖尿病対策事業について
中村副会長　令和 4年度の糖尿病対策関係は、
例年どおり山口県糖尿病対策推進委員会を中心
に行う。委員会では平成 19年からやまぐち糖尿
病療養指導士を養成しており、認定のための講習
会を開催する。第 1～ 4回までWeb で講義受講
し、第5回は会場で修了認定試験を行う。他には、
やまぐち糖尿病ウォークラリー大会の共催、世界
糖尿病デーのブルーライトアップイベント、歯科
医師向けの講習を開催する。

７　禁煙推進について
中村副会長　令和 2年度に 20代の人を対象とし
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て、小中学校での喫煙防止教育の効果について
アンケート調査を実施した。その結果、喫煙防止
教育を受けた人は現在も非喫煙者が多いとの結果
を得た。令和 3年度は県内の小中学校を対象に
喫煙防止教育の実態を調査した（結果は県医師会
報令和 4年 6月号 368 ～ 370 頁に掲載）。喫煙
防止教育は時間的・人的な問題で行っていないが、
行ってくれる人がいれば実施したいと考えている
学校が多いことが分かった。また、学校医が行っ
ている学校は少なく、学校医の積極的な関わりが
必要と考えられる。本調査の結果を踏まえ、今後
の禁煙推進に活用していく。

８　健康教育テキストの活用について
中村副会長　健康教育委員会では、毎年、健康教
育テキストを作成している。令和 3年度に作成
した「帯状疱疹」は新生皮ふ科クリニックの今村
隆志 先生にご執筆いただいた。令和 4年度は「睡

眠時無呼吸症候群」をテーマに作成予定で、山口
大学医学部附属病院呼吸器・感染症内科助教の
山路義和 先生にご執筆いただく。なお、残部が
あるものに関しては、注文書により希望の部数を
県医師会にご連絡いただければ、送付できるので
ご活用いただきたい。

　会場より、健康教育テキスト及び喫煙防止教
育の資料として PDF データでの要望があったが、
中村副会長より、両データともに県医師会ホーム
ページからダウンロード可能である旨の説明がな
された。
　その他、特に質問、要望はなく、本協議会の内
容を各郡市医師会において、会員への周知と情報
共有をお願いし、協議会を終了した。
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医師年金ご加入をおすすめします！

医師年金 ＜認可特定保険業者＞公益社団法人 日本医師会

ご加入のおすすめ
加入資格 64歳6カ月未満の日本医師会会員（会員区分は問いません）

公的年金では現役時代の生活水準を維持できない
コツコツ積立てて十分な年金を確保しておきたい
一生涯受け取れる年金が望ましい
受け取れる年金の額を効率的に増やしたい
医師独自のライフスタイルにあった年金がいい
加入前に受取年金額のシミュレーションを確認したい

年金検討チェックリスト

1つでも該当したら…

ご希望の受給額や保険料、生年月日を
入力するだけで、簡単に受取年金月額の
シミュレーションができます。
ぜひお試し下さい。

http://www.med.or.jp/nenkin/

個別プランの設計や詳しい資料のご請求はこちら

公益社団法人

日本医師会年金福祉課

20150601S8

医師年金ホームページで、
簡単シミュレーション！

TEL：03─3942─6487（直通）
FAX：03─3942─6503
受付時間：午前9時30分～午後5時（平日）
E-mail：nenkin@po.med.or.jp

年金検討チェックリスト

医師年金 検  索

20150601

in/
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第 43 回産業保健活動推進全国会議
と　き　令和 4 年 4 月 15 日（金）13：00 ～ 17：00と　き　令和 4 年 4 月 15 日（金）13：00 ～ 17：00
ところ　日本医師会 小講堂（ハイブリッド開催）ところ　日本医師会 小講堂（ハイブリッド開催）

[ 報告 : 理事　上野　雄史 ]

　本会議は、日本医師会、都道府県医師会、地域
産業保健センター、厚生労働省、労働者健康安全
機構及び産業医学振興財団の各産業保健担当者の
間で情報交換、意見交換を行うことを目的に毎年
開催されている。例年、日本医師会館で開催され
ているが、新型コロナウイルス感染拡大防止のた
め、昨年度よりWeb 開催となっており、本年度
も同様の形式で開催された。山口県医師会からは、
担当理事及び事務局職員が各端末から参加した。

産業保健総合新事業に関する活動事例報告
（1）北海道における治療と仕事の両立支援の認

知度調査
　　北海道産業保健総合支援センター

産業保健専門職　鳴海　志織
　平成 28年 2月に作成された「事業所における
治療と職業生活の両立ガイドライン」に関し、事
業所における認知度調査を行った。両立支援に関
する相談は 1/3 の事業所で受けている、社内制
度は 3/4 の事業所がありと回答。ガイドライン
の内容まで知っている事業所は 1割。相談数は
少なく、認知度は低い。50 人未満の事業所への
アプローチが必要。

（2）愛知県産業保健総合支援センターの両立支
援に係る取組について

　　愛知産業保健総合支援センター
副所長　余語修一郎

　地域産業保健センターで職場フォーラムを開催
している。病院内両立支援相談窓口を2か所設置。
患者さんに対して両立支援ミニセミナーを実施し
た。病院職員への周知も必要である。

（3）地域窓口から両立支援事業へ
　　徳島産業保健総合支援センター

産業保健専門職　濵　　恵美
　50 人未満の事業所の従業員で、肥満で就業制
限が出た方に対し、産業保健専門職が介入し、事
業所、従業員、医療機関に両立支援事業の説明を
行い、就業制限解除、対象従業員の減量も成功し
た好事例の紹介。

シンポジウム
テーマ「医療機関における働き方改革

－医療の質の向上を目指して－」
司会：日本医師会常任理事　神村　裕子

日本医師会産業保健委員会委員長　相澤　好治
（1）医療機関勤務環境改善支援センターによる
「雇用の質」向上－取組事例を含む－
厚生労働省医政局医事課
　　　　　医師・看護師等働き方改革推進官
　労働基準局労働条件政策課医療労働企画官

坪井　宏徳
　医療勤務環境改善支援センター（以下、「勤改
センター」）は、医師の働き方改革を実施する医
療機関への相談機関として中核的な役割を担って
おり、認知度は徐々に増加している。昨年度、厚
労省の研究事業が実施したアンケート調査では、
回答のあった病院の約1割以上が、既にこのセン
ターを利用したことがあると回答している。ま
た、利用したことはないが、その活動内容は知っ
ているという医療機関は、おおむね 5割程度で
ある。5年前と比較し、認知度は 2倍になってい
る。
　勤改センターの機能には、社会保険労務士な
どが担う医療労務管理アドバイザーと、医業経営
コンサルタントの方等が担う医業経営アドバイ
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ザーの二者が、労務及び経営の観点から相互に連
携するような形で支援していく。現在、各都道府
県に 1か所のセンターが設置されており、都道
府県が直営で運営するところもあれば、社会保険
労務士会や県医師会、又は病院協会等の医療関係
団体に委託するという形で運営されているところ
もある。
　勤改センターは、医療機関からの相談に応じ、
個別の電話相談対応、医療機関を訪問した上で
の助言等の支援、広く医療機関を対象とした個別
テーマでの研修会の開催等の支援を行っている。
勤務環境改善マネジメントシステムの導入、ハラ
スメントへの対応、医師の働き方改革に対応する
形での情報発信、取組支援が求められてきている。
　勤改センターでの支援が特に有効と考えられる
のが、医師労働時間短縮計画の作成支援である。
この医師労働時間短縮計画（いわゆる時短計画）
の作成自体は、診療報酬上の地域医療体制確保加
算の要件にもなっているので、多くの医療機関に
作成していただくことが望ましい。2024 年 4月
以降に、1年の時間外・休日労働の時間について、
960 時間を超える医師がいる医療機関が作成す
る義務がある。
　医師の労働時間を短縮していくために、医療機
関内で取り組む事項について作成し、PDCA サイ
クルによる取組を進めていくためのものという位
置づけになっており、計画の作成に当たっては、
医療法に基づく医療勤務環境改善マネジメントシ
ステムとして、各職種、特に医師が参加して検討
を行うといった手順が想定されている。これは、
平成 26年の医療法改正の際に勤改センターによ
る支援の主なものとして想定されている。
　医師の働き方改革との関係では、勤改センター
が医療機関の時短計画作成支援にも関与し、医療
機関に対する助言を行う際、単発の助言を行うだ
けではなく、中長期的に一定の頻度で伴走的に支
援を行うという意味を込めて、昨年度から特別支
援を実施している。
　具体的には、病院全体のストレスチェックの集
団分析と、職員満足度調査の結果を活用した勤務
環境の改善や働きがいの向上、離職防止対策、メン
タルヘルス対策、ハラスメント対策、キャリアパ

スの作成、医師の業務負担軽減、多職種連携をど
のように行っていくかというものである。また、
時短計画の作成支援、追加的健康確保措置の導入
も 1つの項目として設定されている。
　今般の医師の働き方改革で、勤改センターは支
援機関として中核的な役割を果たすということに
なる。さまざまな支援があり、宿日直許可の申請
等も支援機能の 1つとしてあるが、その機能の
中心としては、勤務環境改善マネジメントシステ
ム、そして時短計画作成プロセス支援を通じた勤
務環境改善、それにより雇用の質を向上させてい
くというところにあるものと認識している。

（2）医師の働き方改革
①医療機関勤務環境評価センター

日本医師会常任理事　松本　吉郎
　医療機関勤務環境評価センター（以下、「評
価センター」）について説明する。医師の時間外
労働規制について、連携 B、それから B、C-1、
C-2 といった医療機関に指定されるためには、ま
ず、この評価センターの評価を受ける必要がある。
その医療機関全ての医師が Aに収まる、要する
に年 960 時間以内に収まっていれば、評価を受
ける必要はないが、1 名でも連携 B、B、C-1、
C-2 に相当する方がいたら、この評価センターの
評価を受けなければならない。
　連携 Bの場合は、医師の派遣を通じて地域の
医療提供体制を確保するために必要な役割を担う
医療機関なので大学病院等が当たるが、その自院
のみでは年 960 時間以内でも、地域の医療提供
体制を確保するために他の医療機関での勤務と通
算すると年 960 時間を超える医師が存在する。
　したがって、A水準以外の各水準は、指定を受
けた医療機関に所属する全ての医師に適用される
のではなく、指定される事由となった業務やプロ
グラム等に従事する医師のみに適用される。医療
機関は、それぞれの水準についての指定を受ける
必要が出てくる。
　評価センターについて、日本医師会は 4月 1
日付をもって、厚生労働大臣から医療法第 107
条第 1 項の規定に基づいて指定をされている。
事業内容は、評価制度の周知・広報、そして医師
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の労務管理の体制・運用状況や労働時間短縮のた
めの取組及び成果の評価、いわゆるサーベイヤー
の研修や実施に関する相談、情報提供及び支援で
ある。
　日本医師会の理事会の中に、事業運営委員会、
その下部組織として評価委員会、それから別に
第三者的な視点から諮問を行う、大臣認可の評価
諮問委員会がある。このような構成で行うことに
なっており、評価委員会の中には、このサーベイ
ヤーが入っている。
　評価項目は現時点で約 88項目であり、そのう
ち必須項目が 28項目ある。これら全てに該当し
なければ評価保留ということになる。
　評価者の養成は、全国で約 1,200 から 1,500
の対象医療機関を想定している。医師のサーベ
イヤーと社労士のサーベイヤーは、現時点で医
療サーベイヤーに 196 名、労務サーベイヤーに
171 名、手を挙げていただいている。それぞれ
が 1名ずつ、2人 1組で評価を行う。
　今年 3月からは、養成研修も開始している。
ある程度のブロックごとに、サーベイヤーがその
地域の医療機関を評価するという形で進めること
にしており、例えば東北地方であれば6県あるが、
同じ県のサーベイヤーが同じ県の医療機関は調査
せず、他の 5県に対して調査に行くという形を
とるのが基本と考えている。
　主な業務は、研修受講、書面調査、書面調査で
判断できなかった場合は訪問調査、報告書の取り
まとめと、評価センターにその報告書を提出する。
　実は、模擬審査が昨年 12 月から今年 2月に
かけて行われており、16 医療機関で実施した。
大学病院4、公立病院4、公的病院4、医療法人3、
国立病院機構 1ということで、北海道から九州
まで、多少関東に数が多くなったが、16 医療機
関で模擬審査を行い、それを集約して、先ほどの
評価項目等に生かしている。
　スケジュールについて、今秋から冬にかけて評
価センターでの評価を始めるが、ぜひ、準備を進
めていただきたいと思う。ある程度の日数はかか
るので、早めに対応していただきたい。

②長時間労働医師への面接指導
日本医師会医師の働き方検討委員会　中嶋　義文
　2022 年 1 月 19 日に公布された医師の働き方
に関する政省令・告示のまとめによると、長時間
労働医師面接指導は、医療法においては追加的健
康確保措置として位置づけられている。労働基準
法では、この医療法の面接指導と同内容のものを
行うことを 36協定に定めることが求められるな
ど、医師の特例水準の中に位置づけられており、
労働安全衛生法では、この労働基準法に基づく省
令で定められた面接指導を、労働安全衛生法に基
づく面接指導と位置づけられている。
　面接指導は、それぞれの医療機関の産業医や他
の医師が行っても良いことになっている。面接指
導を行う医師は、産業医を含め、長時間労働の医
師の面接指導に必要な知見に係る講習を受講し、
面接指導に従事することとなっている。ただし、
医療機関の管理者自ら面接指導実施医師にはなら
ないようにする必要がある。他の医療機関の医師
が面接指導を行うことは差し支えない。
　各医療機関においても、円滑に面接指導や相談
を受けられる体制づくり、個人情報の取り扱いの
ルールづくりが求められる。複数の医療機関で勤
務する医師については、常勤で勤務している医療
機関で面接指導を実施することになっている。
　医療法に基づいた長時間労働に関する面接指
導を受けた医師は、労働安全衛生法による面接指
導を受けたことになる。医療法で規定された面接
指導は、管理者が当該月の時間外・休日労働が
100 時間に到達する前に実施しなければならな
い。労働時間は、副業、兼業を通算した時間を基
とする。
　面接指導の実施時期は、連携 B水準、B水準、
C水準の場合、労働時間の状況に応じ、あらかじ
め毎月決めておくことも可能。A水準の医師につ
いては、80 時間を超えた後に、ある項目を基に
一定の疲労蓄積が予想された場合、100 時間到
達前に実施することとされている。なお、労災認
定との関わりについて、3か月連続 100 時間以
上は、恒常的な長時間労働と認定されることがあ
る。
　医療機関は、時間外・休日労働時間が 100 時
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間を超える前に、前月の勤怠、睡眠の状況、疲労
の状況、面談の希望の有無を確認する。面接指導
医師は、労働安全衛生法に基づく長時間労働者に
対する面接指導で確認を行う事項、すなわち勤務
の状況、疲労の蓄積の状況、心身の状況に加え、
睡眠負債の状況を確認し、ワークエンゲイジメン
トやバーンアウトを念頭に置いて評価を行う。
　面接指導の結果により、報告書・意見書を発行
し、産業医や院内外の資源と連携する。就業上の
措置実行は、医療機関の責任で行う。
　改正医療法第 108 条には、病院又は診療所の
管理者は、面接指導実施医師の意見を踏まえ、適
切な措置をしなければならない、あるいは長時間
労働になってしまっている医師について、労働時
間短縮のための必要な措置を講じなければならな
いとされている。また、面接指導実施医師は、長
時間労働になってしまっている医師の意見を聞い
て記録し、保存しなければならないと定められて
いる。
　管理者が行うことをまとめると、まずは面接指
導実施医師の意見を聞かなければいけないこと、
それに基づき、労働時間の短縮、宿直回数の減少
等のその他の適切な処置を行うこと、そして、こ
の意見と措置内容を記録・保存することが、各病
院の管理者に求められることになる。
　この追加的健康措置で求められる事項が必要か
どうかを含め、検討されるステップとなるのが記
録文書である。
　最初に、報告書作成の目的としては、面接を行っ
た後、誰に、いつ、どんな面接指導を実施したの
か、その事実が文書化されることはとても重要で
ある。具体的に記載する内容については、長時間
労働をしている先生方に、事前に睡眠負債や疲労
蓄積等を記入してもらう問診票や事前アンケート
の内容を見ながら、本人の置かれている勤務状況
及びその他の心身の状況をサマリーする。
　2つ目は、面接後に本人へ指導する内容の有無
について、医師の判定結果を記載する。
　3つ目は、面接後に検討した考えや意見につい
て、記載すべきことを特記事項に記入しておく。
基本的に、経過観察で可と判断するものが多くな
るだろうが、この記録を作ることで次のステップ

が始まる形となる。
　作成する際のポイントを挙げる。まず、今回の
記録書を作ることで、何らかの対処が必要な勤務
医を見つけることが重要である。例えば、健康・
安全の視点から、現在の働き方、長時間労働の状
態、変更点、留意点、別の意味で言えば、健康的
にはドクターストップを医師にかけることが必要
かどうかというポイントを見つけること。
　2つ目は、例えば健診におけるパニック値のよ
うな極端な異常値を記録し、対処方針を記載する
こと。この報告書が、産業医等による就業上の措
置判定の一助になるようなイメージとして作成す
ることが重要である。
　面接指導実施医師となるために受講が必要な研
修の e-learning 内容を紹介する。研修は 4単元
の講義と 3単元の面接指導ロールプレイ動画か
らなり、全ての単元動画の視聴及び講義のテスト
合格が修了の条件となっている。各単元は、15
分から 45 分程度で、1か月程度の期間で手待ち
時間にばらばらに受講していただくことを想定し
ているため、合わせて4時間以内には修了できる。
　参加者全員から、高い満足度と有効との評価を
いただいたので、現在のオンラインフォーマット
で有効だと考える。法定の資格認定のためには、
e-learning 研修修了は必須だが、実技、面接指導
ロールプレイと報告書意見作成実習を経験してい
ただくための研修会は、希望者向けとなる。
　日本医師会 1万人アンケートでは、月の上限
を超える場合の面接指導について知っていると答
えたものは 4分の 1程度に過ぎなかった。制度
運用開始である 2024 年 4 月までに、面接指導
実施体制確立と周知が必要である。

（3）医療機関における働き方改革の取組事例
①産業医の視点から

元順天堂大学糖尿病・内分泌内科准教授／
令和 2 年度「医療従事者勤務環境改善のための

助言及び調査業務」検討委員会　佐藤　文彦
　コーチングというコミュニケーションスキルを
使い、毎日定時で帰れるようになった事例を紹介
する。
　地域の第三次救急を担っている順天堂大学静岡
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病院（旧伊豆長岡病院）に 10年前赴任した際は、
年間 1,000 時間くらいの時間外勤務が発生してい
た。自身のコミュニケーションスキルを高めるた
めにコーチングを学び始め、そのトレーニングで、
コーチからの宿題で「部下が何に困っているかヒ
アリングしてきてください」ということがあった。
医局員にヒアリングを行い、現場の意見をどんどん
取り入れ、勤務環境改善を行ったところ、3年目
には毎日 17 時を過ぎたら帰れるようになってき
た。しかも、自身が退職した後も医局員全員で定
時に帰っていること、加えて、売り上げが上昇し
ていることが分かった。
　コーチングのコアスキルというものは、例えば
上司と部下がコミュニケーションを取った際、基
本的には積極的に部下の意見や話を聴く、という
ことである。その中で「何が分からない」や「何
が困っているのか」ということを質問していく。
8～ 9割は部下に話をしてもらい、最後にどうし
ても部下から出なかった意見について、「ぜひ、
こういうことをやってほしいんだけれども」とい
う提案をするコミュニケーション法である。
　演者の大学病院では、まず外来が既にパンクし
ていたので、もともとインシュリン導入目的で大
学病院に紹介されて来た方も、インシュリン卒業
後もずっと通い続けていたため、そのような患者
を全員地元の医師会の先生方のところに逆紹介し
た。トータル 150 人くらいの患者さんに地元に
帰っていただいた。これにより、近隣の開業医の
先生から非常に心理的安全性が高まった。順天堂
に送ってもきちんと患者が帰ってくるため、イン
シュリン導入目的や入院が必要な患者さんの症例
について、紹介状を書いていただけるようになっ
たと思う。最終的に、これが収益アップの一番の
理由だと考える。
　実際、コーチングをされている先生方が病院運
営をされている上で役に立っているのか。2020
年 6 月にウェブでアンケート調査を行い、56%
の先生方が役に立ったと回答された。理由は、多
職種連携でコミュニケーションが取れるように
なっているのが非常に役に立っているとのこと
だった。
　病院長自ら率先して取り組まれている病院の

先生方にインタビューしたところ、コミュニケー
ションを活発にすることによって、インシデント
が減ったと伺った。やはり意思疎通がきちんとで
きるので、医師に「あの指示は変更されたほうが
良いかもしれないです」と忖度なく言えるような
状況になり、それが一番医療事故を防いでいると
仰っていた。
　そして、離職者について、特に看護師で辞める
方が少なくなっている。コロナ禍にもかかわらず、
史上最小の離職率と仰っている病院の先生方もい
た。
　発言機会を平等に与える、競争よりも協力、ポ
ジティブな思考を意識する、上司が部下を尊重す
る、付加価値の高い 1on1 コミュニケーションを
実施する、風通しの良い組織をつくる等が大切で
ある。まさしく、医師の働き方改革というのは、
そのようなことを行っていく必要がある。

②経営者の視点から
株式会社麻生代表取締役会長　麻生　　泰

　まず、飯塚病院を地域住民が安心できる魅力あ
る病院にしたい、かつ、民間なので経営がしっか
りしていなければならず、医療の質と経営の安定
の両立ということを大事にしている。
　自身の義父の日本医師会の会長であった武見
太郎氏より、研修教育指定病院になること、救命
センター設立することを勧められた。
　勤務している医師に経営に興味を持ってもらう
ため、1997 年、院内に診療報酬適正委員会や、
医師業務改善委員会、臨床研修の推進委員会等、
6つほど作り、そのリーダーに医師になっても
らった。
　看護師の声を聞き入れることで、医療事故が減
り、チームワークの改善につながった。
　働き方改革について、まずは現状把握というこ
とで、みんなの携帯に全部、出勤と退勤を入れ、
その間に、残業と自己研鑽のどちらに使ったのか
というようなことを仕分けして入力した。特に救
命センターや心外は、急患や深夜、人材がタイト
等、いろいろな問題がある。対策として、①意識
改革・啓発、②適正な労務管理、③タスクシェア
リング（シフト）、④医師の業務の見直し、⑤勤
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務の環境改善、⑥特定行為看護師育成の 6つを
実施している。
　働き方改革に取り組んだ結果、離職率は今年も
さらに下がって 4%である。
　今、日本の未来を考えたら、患者は高齢者にな
り、徐々に減るだけではなく、コロナで病院離れ
が進んでいく。国は財政的に非常にタイトなので、
診療報酬は、なかなか上がらない。そのような中
で、国のコストの 4割近くが医療や福祉に使わ
れている。今回、病院の統廃合をしていく中で、
仮にマネジメントの悪い病院が残ったら日本が大
変なことになってしまう。やはり国全体を助ける
ためにも、日本は「改善」という文化を持ってい
るので、目標に向かう必要がある。

協議
　堀江正知 日本医師会産業保健委員会副委員長
を司会に協議が行われ、高倉 厚労省労働衛生課
長、神村 日医常任理事、大西 労健機構総括産業
保健ディレクター、井上 産業医学振興財団事務
局長の 4氏が、埼玉、山梨、香川の各県医師会
から事前に寄せられていた質問に対する回答を述
べた他、都道府県医師会との間で質疑応答が行わ
れた。

質問（山梨県医師会）　勤務医の長時間労働医師
に面接指導を実施するに際し、スキルアップのた
めに、医師会として今後どのように取り組みが必
要か。
回答　面接指導医師のための e-learning 教材の作
成が、令和 3年度より厚労省の委託事業として
進められている。面接指導は e-learning の研修
を受講し、管理者に選任された面接指導実施医師
が担うこととなっている。都道府県医師会におい
ては研修の受講の推進が求められる。

質問（香川県医師会）　日本医師会Web 研修シ
ステムの地域での実用化の時期と、日本医師会主
催による全国的なWeb 研修会の定期的な実施に
ついての検討はなされているか。
回答　顔認証機能による受講確認が可能な日本医
師会Web 研修システムを構築した。埼玉県医師

会で施行実施し必要な改修を行う。本年 7月申
請分（8月 1日以降開催分）の研修会より利用可
能予定。ただし、更新可能な単位は最大 5単位
とする。日本医師会主催のWeb 研修会開催につ
いて、早期の開催を前向きに検討する。
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１　中国四国医師会連合分科会の提出議題について
　第１分科会（新興感染症・地域医療構想）は「新
型コロナウイルス感染症の無料検査体制につい
て」、第２分科会（医療保険等）は「個別指導に
おける立会について」、その他として「医療的ケ
ア児の対応（好事例）について」を議題として提
出することを決定した。

２　新型コロナウイルス感染症対応「山口県医師
会休業一時金」の申請について
　休業一時金の申請２件について審議を行い、承
認した。

１　医事案件調査専門委員の委嘱について
　委員４名を委嘱することを決定した。

２　社保・国保審査委員連絡委員会委員の委嘱に
ついて
　審査委員会の委員の辞職に伴い、新たに１名を
推薦することを決定した。

３　核戦争防止国際医師会議（IPPNW）山口県
支部役員について
　本会の役員改選に伴い、標記支部の規約に従っ
て役員の選任を行った。

４　県並びに関係機関の各種委員について
　本会の役員改選に伴い、会務分担の変更が行わ
れたことから、県及び関係機関の各種委員の担当
について協議を行い、決定した。

１　第 1 回有床診療所部会役員会（6 月 9 日）
　令和３年度事業報告（案）、令和４年度事業計
画（案）、総会、令和４年度診療報酬改定に対す
る評価等について協議を行った。（伊藤）

２　健康スポーツ医学委員会（6 月 9 日）
　令和４年度の健康スポーツ医学研修会は「フレ
イル」をテーマとして 10月１日に開催。講師の
選定等について協議を行った。また、令和５年度
の研修会についてテーマ等を協議した。医師国保
組合「学びながらのウォーキング大会」における
スポーツ医学再研修（実地研修）は、中止が決定
した。（中村）

３　郡市医師会看護学校（院）担当理事・教務主
任合同協議会（6 月 9 日）
　学校（院）の運営状況、山口県医療政策課の事
業、本会の新規事業等についての報告の後、各校
からの意見要望である学生数の確保、教員確保等
について協議を行った。（沖中）

４　臨床研修医交流会第 3 回幹事打ち合わせ会
（6 月 11 日）

　8月 27 日に開催する標記交流会について、特
別講演、グループワークの内容等について協議を
行った。（中村）

５　第 104 回山口県医学会総会「岩国市」
（6 月 12 日）

　岩国市医師会の引受により岩国市民文化会館に
おいて開催。広島大学大学院医系科学研究科糖尿
病・生活習慣病予防医学の米田真康 教授による

報告事項

理理 事事 会会

－第 7 回－

6 月 23 日　午後 5 時 5 分～ 6 時

加藤会長、沖中・中村両副会長、伊藤専務理事、
前川・河村・長谷川・上野・茶川・縄田
各常任理事、白澤・藤原・竹中・木村・岡・藤井・
國近各理事、藤野・宮本・友近各監事

協議事項

人事事項
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「日本人の生活習慣の欧米化による疾病構造の変
化～在米日系人医学調査の成績から学ぶこと～」、
岡山大学大学院医歯薬学総合研究科消化器外科学
の藤原俊義 教授による「消化器外科診療の最前
線：ロボット・ウイルス・働き方改革」の２つの
講演が行われ、続いて公益財団法人日本医師会の
釜萢　敏 常任理事による特別講演「今般のコロ
ナウイルス感染から何を学ぶか」を行った。（加藤）

６　山口県看護協会通常総会（6 月 18 日）
　開会式において、来賓として祝辞を述べた。（加藤）

７　公益財団法人やまぐち移植医療推進財団第２
回臨時理事会（6 月 21 日）
　代表理事、常務理事の選定について協議した。

（中村）

１　理事長・副理事長・常務理事及び法令遵守
（コンプラアンス）担当理事の互選について
　理事長１名、副理事長２名、常務理事２名及び
法令遵守担当理事１名の互選がされ、新役員が決
定した。任期は令和 4年 7月 1日から令和 6年
6月 30日までの 2年間。

１　健康福祉部との懇話会について
　9月１日（木）に開催予定の標記懇話会に係る
協議項目の選定に当たっての留意事項、今後のス
ケジュール等について説明し、今後、協議項目を
提出し理事会で協議することを決定した。

２　医師会長記者会見「子宮頸がんワクチン接種」
について
　７月 14日（木）開催の記者会見に使用する原
稿や資料等について協議を行い、承認した。

１　県・郡市医師会の役員交代等による委員会委
員及び部会役員の変更について
　地域医療計画委員会、地域医療対策委員会、有
床診療所部会、警察医会、禁煙推進委員会、学校
医部会及び産業医部会について、新委員及び理事
を承認した。

１　山口県学校保健連合会理事会「Web」
（6 月 23 日）

　役員選任、令和 3年度事業報告・決算報告及
び令和 4年度の取組について協議を行い、承認
した。（加藤）

理理 事事 会会

医師国保理事会　－第 5 回－

協議事項

－第 8 回－

7 月 7 日　午後 5 時～ 7 時 05 分

加藤会長、沖中・中村両副会長、伊藤専務理事、
前川・河村・長谷川・上野・茶川・縄田
各常任理事、白澤・藤原・竹中・木村・岡・藤井・
國近各理事、藤野・宮本・友近各監事

協議事項

人事事項

報告事項
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２　山口県予防保健協会定例評議員会（6 月 23 日）
　 「2021 年度事業報告及び決算」の議案につい
て承認し、重要事案が発生した場合の対応や役員
（理事長）、評議員の交替等について報告を行った。

（沖中）

３　医事案件調査専門委員会（6 月 23 日）
　診療所 3件、病院２件の５事案について審議
を行った。（縄田）

４　学校医部会役員会（6 月 23 日）
　令和 4年度中国四国医師会連合学校保健担当
理事連絡協議会、令和 4年度日医学校保健講習
会等の報告の後、統合型校務支援システム、令和
4年度学校医研修会等について協議を行った。

（河村）

５　中国四国医師会連合常任委員会・連絡会
（6 月 24 日～ 26 日）

　日本医師会会長選挙の日程等の確認、次回開催
の中国四国医師会連合総会について報告があり、
その後、連絡会・懇親会が開催された。（加藤）

６　日本医師会第 151 回定例代議員会（6 月 25 日）
　令和 3年度日本医師会事業報告の後、第 1号
議案「令和3年度日本医師会決算」、第2号議案「日
本医師会役員及び裁定委員選任」、第 3号議案「日
本医師会役員（会長、副会長、常任理事）選定」
について審議を行い承認された。（加藤）

７　日本医師会第 152 回臨時代議員会（6 月 26 日）
　松本日医会長の所信表明の後、第 1号議案「令
和 5年度日本医師会会費賦課徴収の件」につい
て審議を行い承認された。議事の後、代表質問（17
題）が行われた。（中村、沖中）

８　第 69 回精神保健福祉全国大会第１回実行委
員会「Web」（6 月 30 日）
　令和 4年 10 月 14 日（金）に開催する標記大
会に向けて、実行委員会設定要綱（案）、副会長
の指名、諸規程（案）等を説明・承認し、全国大
会の概要について審議を行った。（事務局長）

９　個別指導（6 月 30 日）
　1医療機関の個別指導を行った。（伊藤）

10　郡市医師会成人・高齢者保健担当理事協議
会（6 月 30 日）
　アレルギー疾患対策、働く世代の健康づくり対
策、肝炎対策、風しんに関する事業、がん対策等
について報告・協議を行った。（上野）

11　第１回学校心臓検診検討委員会（6 月 30 日）
　学校心臓検診検討委員の交代、令和 3年度学
校心臓検診報告書、令和 4年度学校心臓検診精
密検査医療機関研修会等について報告・協議を
行った。（河村）

12　第１回花粉情報委員会（6 月 30 日）
　令和 3 年度事業報告、令和 4 年度事業計画、
令和 4年度のスギ・ヒノキの花粉飛散状況、花
粉飛散予測の自動化等について協議を行った。

（長谷川）

13　第１回山口県歯科保健医療提供体制検討会
「Web」（6 月 30 日）
　会長の選出、歯科医療提供体制に係る国の動向
等、山口県の歯科医療提供体制の現状、今後の方
針等について検討を行った。（河村）

14　第２回生涯教育委員会（7 月 2 日）
　高校生の職業体験事業の応募状況や準備状況、
生涯研修セミナーの企画等について協議を行っ
た。（茶川）

理理 事事 会会
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理理 事事 会会

15　かかりつけ医認知症対応力向上研修会
（7 月 3 日）

　４人の講師により、かかりつけ医の役割、基礎
知識、診療における実践及び地域・生活における
実践に関する講習並びにワークショップ形式によ
る症例検討を実施し、受講修了者に修了証書を交
付した。受講者 49名。（伊藤）

16　広報委員会（7 月 7 日）
　会報主要記事掲載予定（8～ 10 月号）、若手
会員のための新コーナー、令和４年度の県民公開
講座、フォトコンテスト等について協議した。

（長谷川）

17　会員の入退会異動
　入会 32件、退会 10件、異動 8件。（7月 1日
現在会員数：1 号 1,222 名、2 号 864 名、3 号
439 名、合計 2,525 名）

１　第１回通常組合会について
　7月 21 日（木）に開催する通常組合会の次第
及び３議案について協議、決定した。

２　傷病手当金支給申請（新型コロナウイルス感
染症）について
　１件について協議、承認。

医師国保理事会　－第 6 回－

協議事項

死体検案数掲載について

死体検案数と死亡種別（令和 4 年 6 月分）

自殺 病死 他殺 他過失 自過失 災害 その他 合計
Jun-22 12 100 1 0 9 0 6 128

12
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自殺1
00

9 6
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他殺

他過失

自過失

災害

その他
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と　き　　令和 4年９月 4日（日）10：00～ 15：00
ところ　　山口県総合保健会館 2 階「多目的ホール」（山口市吉敷下東 3-1-1）

次　第
〇 10：00～ 11：00　特別講演１
　　　腰痛診療のエビデンス～診療ガイドライン策定と疫学・臨床研究～

名古屋大学大学院医学系研究科総合医学専攻　　　　　　　
運動・形態外科学講座教授　今釜　史郎

〇 11：00～ 12：00　特別講演２
　　　老年症候群としての転倒転落

大阪大学大学院医学系研究科老年・総合内科学 教授　楽木　宏実
〇 12：00～ 13：00　昼食
〇 13：00～ 14：00　特別講演３
　　　非小細胞肺癌の最新化学療法について

独立行政法人国立病院機構岩国医療センター　　　　　　　
呼吸器内科診療部長　久山　彰一

〇 14：00～ 15：00　特別講演４　※ Zoomによるオンライン講義
　　　元気な人生 100 年時代を達成するための痛みの治療学

東京大学医学部附属病院緩和ケア診療部准教授　住谷　昌彦

主　　催　　山口県医師会
対　　象　　医師及び医療従事者
参  加  費　　無料
取得単位　　日本医師会生涯教育制度：4単位
　　　　　　　　特別講演１　CC60（腰痛）：１単位
　　　　　　　　特別講演２　CC62（歩行障害）：１単位
　　　　　　　　特別講演３　CC46（咳・痰）：1単位
　　　　　　　　特別講演４　CC81（終末期のケア）：1単位
　　　　　　日本内科学会認定総合内科専門医の更新：２単位（全日）申請中

※ 新型コロナウイルスの影響により、県外の講師はオンライン講演に変更させて
　 いただく場合がございます。変更の場合は本会ホームページ等にてお知らせい
　 たします。

第 164 回山口県医師会生涯研修セミナー
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山口県消化器がん検診研究会
「令和 4 年度総会」及び「第 91 回講習会」

と　き　　令和 4年 8月 27日（土）14：30～ 17：00
ところ　　山口県総合保健会館　2F「多目的ホール」

令和 4 年度総会　14：30～
第 91 回講習会　15：00～
　特別講演Ⅰ
　　Helicobacter pylori 除菌後の X 線所見

安田内科 院長　安田　　貢
　特別講演Ⅱ
　　H. pylori 未感染胃の上皮性腫瘍

やいた内科・内視鏡クリニック 院長　八板　弘樹
　
受 講 料　　山口県消化器がん検診研究会員は無料
　　　　　　　　非会員は医師：2,000 円　医師以外：1,000 円
取 得 単 位　　日本医師会生涯教育制度：2単位
　　　　　　　　　特別講演Ⅰ　CC（21 食欲不振）：1単位
　　　　　　　　　特別講演Ⅱ　CC（11 予防と保健）：1単位
　　　　　　　日本消化器がん検診学会認定医更新単位：3点
　　　　　　　日本医学放射線学会
　　　　　　　　　学会認定参加単位：1単位
　　　　　　　日本専門医機構認定参加単位：1単位
申 し 込 み　　不要
問合わせ先　　山口県消化器がん検診研究会（山口県医師会内）
　　　　　　　　TEL 083-922-2510　FAX 083-922-2527
　　　　　　　　Eメール　ymgcs@yamaguchi.med.or.jp
　　　　　　　　https://blog.goo.ne.jp/ymgcs202006

注意事項
　今後の新型コロナウイルス感染の状況によっては、急な
中止や変更の可能性もございます。
　研究会のブログ形式ホームページに最新情報を掲載して
おりますので、ご活用ください。
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令和 4 年度
秋季山口県医師テニス大会のご案内

と　　き　　令和 4年 9月 11日（日）9：00～ 14：00（8：15から練習可）
と こ ろ　　宇部市中央公園テニスコート（屋内 4面）

試合形式　　ダブルス（組み合わせは当日決定）

会　　費　　医師 1名 4,000 円、家族 1名 2,000 円（お弁当代を含む）

参加資格　　山口県内に居住または勤務する医師およびその家族。

申込方法　　�8 月 31 日（水）までに各地区理事（下記）または当番幹事へ
　　　　　　お申し込みください。

当番幹事　　松永尚治（下関市 まつなが医院）
　　　　　　　TEL：083-245-2103　FAX：083-245-0689

主　　催　　山口県医師テニス協会　〔会長　宇野愼一〕

地区理事　　下関・県西部：松永尚治
　　　　　　宇部・山陽小野田：鈴木克佳
　　　　　　周南・県東部：前田一彦
　　　　　　山口・防府・県北部：野村耕三

後　　援　　宇部市体育協会

＊懇親会はございません。
＊当日 14:00-15:00 に「第 49回全日本医師テニス山口大会・予防医学研究会 準備
委員会」を関係者により管理棟会議室で開催します。

＊ COVID-19 感染状況次第で、開催の形態変更や中止もあり得ることをご了承くだ
さい。
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第 49 回全日本医師テニス山口大会・
スポーツ予防医学研究会のご案内

　「第 49回全日本医師テニス山口大会・スポーツ予防医学研究会」が、山口県医師
テニス協会の主管で開催されます。皆様のご参加をお待ちしています。

【全日本医師テニス山口大会】
と　　き　　10月   8 日（土）	 ミックスダブルス
　　　　　　10月   9 日（日）	 ダブルス
　　　　　　10月10日（月）	 シングルス
と こ ろ　　宇部市中央公園テニスコート

【スポーツ予防医学研究会】
　　　積極的マイナス思考～スポーツにおける自然体の作り方～

安田女子大学 教授　友末　亮三
日医健康スポーツ医制度 1単位、日医生涯教育制度 1単位

と　　き　　10月   9 日（日）	 18:00 ～ 19:00
と こ ろ　　ANAクラウンプラザ宇部

申込方法　　8月 31日（水）までに日本医師テニス協会HP（下記）から
　　　　　　オンライン登録
　　　　　　　　http://nichiitennis.my.coocan.jp/
　　　参加資格・参加費などの詳細は、HPの大会開催要項を参照してください。

主　　管　　山口県医師テニス協会　〔会長　宇野愼一〕

地区理事　　下関・県西部：松永尚治　　　宇部・山陽小野田：鈴木克佳
　　　　　　周南・県東部：前田一彦　　　山口・防府・県北部：野村耕三

後　　援　　日本医師会、山口県医師会、宇部市医師会、下関市医師会、徳山医師会、
　　　　　　光市医師会、山口県テニス協会、宇部市体育協会（申請中も含む）

＊ご不明な点がございましたら、地区理事までお問い合わせください。
＊ COVID-19 感染状況次第で、開催の形態変更や中止もあり得ることをご了承くだ
さい。
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毎月勤労統計調査（第二種事業所）の実施について

　令和４年 8月～ 9月にかけて、労働者の雇用、賃金及び労働時間の変動を明ら
かにする目的で、厚生労働省による「毎月勤労統計調査」（統計法に基づく基幹統
計調査）のための現況調査が実施されます。
　今般は下関市、宇部市、山口市、防府市、下松市、周南市の一部地域において、
統計調査員による事業所名、所在地、常用労働者数、事業内容などを確認するた
めの訪問調査が行われます。
　その後、この調査を基に常用労働者数 5～ 29人の事業所の中から、無作為に調
査対象事業所が指定されます。指定された事業所は令和５年 1月分から令和６年
6月分までの間、毎月訪問する統計調査員に対し、労働者数、賃金及び労働時間に
ついて調査回答することになります。
　ご不明な点があれば山口県総合企画部統計分析課 商工労働統計班までお問い合
わせください。（TEL:083-933-2654）
　　厚生労働省HP  https://www.mhlw.go.jp/toukei/list/30-1.html

日医 FAX ニュース日医 FAX ニュース
2022 年（令和 4 年）7 月 5 日　3057 号
■　４回目接種、「60歳未満」も検討進める
■　「発生届け出」の簡素化で負担軽減へ
■　緊急包括支援交付金を９月末まで延長
■　コロナ前より件数減続くも金額は回復
■　20年の推定患者数、1984 年以降で最低に
■　手足口病、定点当たり 0.36 で６週連続増

2022 年（令和 4 年）7 月 8 日　3058 号
■　ワクチン接種の財政支援、８月以降も
■　コロナ感染増に備え、体制の点検・強化
■　コロナ・インフル・サル痘など選定
■　がんゲノム拠点病院の指針案、大筋了承
■　医療機能の「集約」と「分散」を考察

2022 年（令和 4 年）7 月 12 日　3059 号
■　日医連擁立の自見氏が当選
■　トリプル改定へ「試練共に乗り越える」
■　「国民医療の保持増進に多大な力添え」
■　感染再拡大、都道府県医などに対応要請
■　コロナワクチン、添付文書改訂を了承
■　災害医療、DMATの法的位置付けなど論点
■　手足口病、定点当たり 0.60 で７週連続増

2022 年（令和 4 年）7 月 15 日　3060 号
■　宿日直許可、昨年より全国的に相当多い
■　診療報酬改定で「医療機関経営に理解」
■　社会経済活動「抑制する事態でない」
■　医療従事者の安全確保で対策案
■　自見氏、厚労関係で党内トップ
■　「急速な感染拡大」、継続の懸念も
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編編集
後後記

今月は広報委員全員から一言ずつ！

◇ COVID-19 にも暑さにも負けぬよう頑張りたいが、来シーズンのレッドデビルズはどうなるのだろ
うか（川野）

☆山口市より私の故郷まで車で片道 90分で行くことができます。3月～ 9月は、グリーンシャワー
を浴びる絶好の季節です。（渡邉）

◇いざ始まると大盛り上がりだった東京五輪が去年の夏。コロナワクチンを接種できて感激したのも
去年の夏。今もワクチン接種は続きます。4回目です。また次があるだろうから、ゆっくり予約を
取ろう…とか、去年の感激と感謝を忘れかけている 2022 年の夏です。

　　「ワクチンも感謝薄まる 4回目」（岸本）

☆安倍晋三 元総理のご冥福を心よりお祈りいたします。（石田）

◇山口県医師会元副会長の今村孝子先生が 6月で広報委員会を卒業されました。とても素敵な先生
なので寂しい限りですが、涙を拭いてこれからも委員会活動を頑張っていこうと思います。（吉川）

☆県医師会の広報委員の仕事を始めて丸4年が経ちました。少しずつ慣れてきたところもあるものの、
難しさも感じる今日この頃です。（岡山）

◇私は世の中のウソや欺瞞に気づいてしまいました。
私たちは、毎日いろいろな情報に惑わされ続けています。地球が温暖化しているというのも真偽は
不明ですし、石油もまだまだ枯渇しません。もしかしたら、地球が丸くないのかも知れません。（藤村）

謹 弔

次の会員がご逝去なさいました。謹んで哀悼の意を表します。

　田　島　佐一郎　 氏　　下関市医師会　　6 月 29 日  　享　年　75
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裏表紙

　山口市大殿大路にある大内氏館跡：大内義隆の菩提寺である曹洞宗龍福寺の池の
蓮です。山口県では山口市仁保下郷の源久寺や周南市の緑地公園の大賀蓮が有名で
すが、私は龍福寺の池泉庭園にある可憐な蓮の風情も好きで写しに来ます。蓮の名
前を調べてみましたが、築庭のとき業者に一任したそうではっきりしたことはわか
りませんでした。多分、小舞妃蓮ではないかと想像しています。

表　紙

　『蛇の池』の睡蓮と鯉です。近隣でこれほどの睡蓮を見ることはなかなかありま
せん。広島県廿日市市の極楽寺山キャンプ場近くにあります。駐車場から近く、観光
客でにぎわいます。時々は訪れて睡蓮と鯉の写真を撮っていました。全体を撮るの
もよし、モネの睡蓮のような場所を探すもよし、またアップで 1～２輪の花と鯉の
コラボもまたよし、と題材には事欠きません。残念ながら腕がついていきませんが。
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